
【共通様式】

円 円 円

①

②

③

アウトカム
指標

（経営課題の
進捗度合を示した

指標）

「学校に行くのは楽しいと思いますか」に対して、肯定的に回答する児童生徒の割合(%)
 (目標 7年度末：小85%・中82%   5年度：小83%　・中79%） 【全国学力・学習状況調査】

「人の役に立つ人間になりたいと思いますか」に対して、肯定的に回答する児童生徒の割合(%)
 (目標 7年度末：小96%・中95%   5年度：小95.5%・中95.5%)【全国学力・学習状況調査】

「自分には、良いところがありますか」に対して、肯定的に回答する児童生徒の割合(%)
 (目標 7年度末：小77%・中77% 　5年度：小77.0%・中76.5%)【全国学力・学習状況調査】

小学校　82.1％

中学校　77.3％

小学校　95.0％

中学校　94.9％

94.3

95.0

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ 81.8

77.8

3年度
決算額

1,726百万
4年度
予算額

1,838百万
5年度
予算額

3,237百万

課題認識

　全ての子どもが、生まれ育った環境によって左右されることなく自分の可能性を追求できるよう
に、静穏かつ明るい教育環境の中で、生き生きと学習に取り組み、学びを深め、友だちと交流しな
がら、健全に成長できるように学校園を運営していく必要がある。
　個人の尊厳の理念に基づき、基本的な道徳心・規範意識を培い、いじめや暴力を根絶するため、
安全・安心に必要なルールを徹底する必要がある。また、社会のルールを理解し自らを律する力、
他者を尊重し思いやる心、適切な人間関係を築くコミュニケーション能力、多様性や違いを受け入
れる力など、子どもたちの道徳性・社会性の育成に努める必要がある。
　自他の生命を尊重し安全で安心な社会づくりに進んで参加するなど、安全を守るための力の育成
をめざす必要がある。

主な戦略
（課題解決の

方策）

　【安全・安心な教育環境の実現】
　　・いじめへの対応　　　  ・不登校への対応　　　　　・問題行動への対応
　　・児童虐待等への対応　　・防災・減災教育の推進　　・安全教育への推進
　
　【豊かな心の育成】
　　・道徳教育の推進　　　　　　　・キャリア教育の充実　　・人権を尊重する教育の推進
　　・インクルーシブ教育の推進　　・多文化共生教育の推進

令和５年度　教育委員会事務局運営方針
（教育次長 ：藤巻　幸嗣）

「目標」「使命」及び「所属運営の基本的な考え方」

目標
　全ての子どもが心豊かに力強く生き抜き未来を切り拓く力を備え、健やかに成長し、自立した個
人として自己を確立することをめざす。あわせて、グローバル化が進展した世界において、多様な
人々と協働しながら持続可能な社会を創造し、その担い手となることをめざす。

令和５年度
所属運営の
基本的な
考え方

　子どもたちの最善の利益のために、教育環境を安全で安心な場とし、学力や体力の向上に効果を
上げることは、本市の教育行政及び学校運営にとって、普遍的な目標であるとともに、継続的な課
題でもある。そして、これらの目標達成に向けた改善の取組や成果について、市民や保護者のみな
さまに対して説明し理解を求めることは欠くことのできないものである。
　したがって、これまでの「安全・安心な教育の推進」と「未来を切り拓く学力・体力の向上」に
ついては、引き続き最重要目標として全力で取組を進める。また、これら２つの目標を追求する上
で、急速に進む社会のデジタル化に対応して学習者用端末の１人１台環境を活用した効果的な教育
環境を実現するとともに、喫緊の課題である教職員の働き方改革や、人材確保・育成、変革に柔軟
に取り組めるしなやかな組織づくりを推進していくことが極めて重要であることから、「学びを支
える教育環境の充実」を加えた３つを「最重要目標」として定める。これら３つの目標のための取
組を相互に連携させ、教育施策全体の構造化を図りながら推進することにより、基本理念の実現を
めざす。
　なお、大阪市教育振興基本計画（令和４年度（2022年度）～令和７年度（2025年度））と同様
に、義務教育学校の前期課程（小学校教育に相当する６年間）を「小学校」に、後期課程（中学校
教育に相当する３年間）を「中学校」に含む。「小学生」「中学生」についても同様の考え方であ
る。

重点的に取り組む経営課題

経営課題１　安全・安心な教育の推進

使命
　大阪市教育行政基本条例と大阪市立学校活性化条例の趣旨に則り、大阪市教育振興基本計画で示
した３つの最重要目標を達成するために構築した仕組みや制度及び具体的な施策の成果を検証し、
その結果を踏まえ学校園の取組を支援する。

中学校　79.2％ 76.0

アウトカム
指標の

達成状況
（定量評

価）

５年度実績と達成状況　※A：達成　B：未達成 前年度実績

②

①

小学校　81.1％ 76.7Ａ

Ａ
③
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【共通様式】

円 円 円

①

②

③

④

⑤

①

②

④ 54.3%

小学校　国語　1.00 0.98

中学校　国語　0.96

中学校　数学　0.96

③
0.96

0.97

55.8

小学校　男子　0.97

小学校　女子　0.97

中学校　男子　0.99

0.97

0.97

0.99
⑤

Ａ

Ｂ

50.0%

体力合計点の対全国比
 (目標 ７年度末：小男1.00・小女1.00・中男1.01・中女1.01
 　 　 ５年度　：小男0.99・小女0.99・中男1.00・中女1.00)
　　　　　 　　　　　　　　　　　       【全国体力・運動能力、運動習慣等調査】

小学校　算数　0.99

中学校　女子　1.00

Ａ 0.98

Ａ 0.99

アウトカム
指標の

達成状況
（定量評

価）

５年度実績と達成状況　※A：達成　B：未達成 前年度実績

Ｂ 81.2

　【幼児教育の推進と質の向上】
　　・就学前教育カリキュラム等に基づいた教育の推進
　
　【誰一人取り残さない学力の向上】
　　・言語活動・理数教育の充実（思考力・判断力・表現力等の育成）
　　・「主体的・対話的で深い学び」の推進（各学校の実態に応じた個別支援の充実）
　　・英語教育の強化　　　・全市共通テスト等の実施と分析・活用
　
　【健やかな体の育成】
　　・体力・運動能力向上のための取組の推進　　　・健康教育・食育の推進

アウトカム
指標

（経営課題の
進捗度合を示した

指標）

経営課題２　未来を切り拓く学力・体力の向上
3年度
決算額

1,716百万
4年度
予算額

1,955百万

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

5年度
予算額

2,459百万

　子どもたちの最善の利益のために、学力や体力の向上に効果を上げることは、本市の教育行政及
び学校運営にとって最優先課題の一つである。そのためには、幼児期における取組を強化し、その
学びを繋ぐ小学校から義務教育の修了までに社会で生き抜くために必要となる基礎的な知識や力を
習得できるよう徹底する必要がある。
　また、系統的総合的な学校園教育の取組により、基礎学力、論理的思考能力を習得し、様々な情
報をもとに自分の頭で考え、自己の判断と責任の下に、多様な人々と協働しながら持続可能な社会
を創造し、その担い手となる人間を育む必要がある。
　ＡＩ時代の教育にとって最重要の学力とも言える読解力及び数理能力並びにこれらをベースにし
た思考力・判断力・表現力等を身に付ける言語活動・理数教育の取組を強化する必要がある。ま
た、グローバル社会において、子どもたちの可能性を広げる英語力を身に付ける教育の充実を図る
必要がある。
　健康で活力のある生活を送るための基礎となる体力の向上を図り、健康的な生活習慣を心掛ける
ことができるなど、自身の健康を管理する能力の育成をめざす必要がある。

79.4%

CEFR A1レベル(英検３級)相当以上の英語力を有する中学３年生の割合〔４技能〕(%)
 (目標 ７年度末：56%　５年度：55.9%) 【本市調査(大阪市英語力調査)】

平均正答率の対全国比
(目標 ７年度末：小国1.00・小算1.00・中国1.00・中数1.00
 　　 ５年度　：小国0.99・小算0.99・中国0.97・中数0.98)【全国学力・学習状況調査】

「今後の教育・保育に活用できますか」に対して、最も肯定的な「活用できる」と回答する参
加者の割合(%) (目標 ７年度末：80%　５年度：82.2%)【本市調査(公私幼保合同研修会[就学前
教育ｶﾘｷｭﾗﾑ研修会、保幼こ小連携・接続研修会を含む]におけるｱﾝｹｰﾄ)】

Ｂ 48.2

「就学前教育カリキュラムを活用して実践する意識が高まってきましたか」に対して、最も肯
定的な「高まってきた」と回答する市立幼稚園・保育所の教職員の割合(%)
 (目標 ７年度末：53%　５年度：52%) 【本市調査(就学前教育ｶﾘｷｭﾗﾑに関するｱﾝｹｰﾄ)】

課題認識

主な戦略
（課題解決

の
方策）
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【共通様式】

円 円 円

①

②

③

④

⑤

①

③ 22.5%

④

小学校　97.5％

5年度
予算額

11,687百万

教員の管理職選考受験者に占める女性職員の割合(%)
 (目標 ７年度末：30％) 【本市調査】

Ｂ

Ａ

アウトカム
指標の

達成状況
（定量評

価）

５年度実績と達成状況　※A：達成　B：未達成 前年度実績

Ｂ 99.5

Ａ 45.8

Ａ 74.7

Ｂ 22.7

99.8%

基準１　51.6％

基準２　81.0％

26.7%

中学校　96.8％

　【教育ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進】
　　・ＩＣＴを活用した教育の推進
　　・データ等の根拠に基づく施策の推進（教育ビッグデータの活用等）

　【人材の確保・育成としなやかな組織づくり】
　　・働き方改革の推進　　　　・教員の資質向上・人材の確保
　　・大学連携の推進（新教育センターの設置）
　　・教育ブロックでの教育の推進（学校や地域等の実情に応じたきめ細かな支援）
　　・カリキュラム・マネジメントの推進（校園長によるマネジメントの強化）
　　・学校配置の適正化

　【生涯学習の支援】
　　・「生涯学習大阪計画」に基づいた取組
　　・「大阪市子ども読書活動推進計画」に基づいた取組　　　・学校図書館の活性化

　【家庭・地域等と連携・協働した教育の推進】
　　・教育コミュニティづくりの推進　　　・地域学校協働活動の推進

アウトカム
指標

（経営課題の
進捗度合を示した

指標）

経営課題３　学びを支える教育環境の充実
3年度
決算額

11,383百万 10,088百万

「地域学校協働本部やコミュニティ・スクールなどの仕組みを生かして、学校の美化、登下校
の見守り、学習・部活動支援、放課後支援、学校行事の運営など、保護者や地域の人との協働
による活動を行いましたか」に対して、肯定的に回答をする小中学校の割合(%)
(目標７年度末：小85％・中77％ ５年度：小69.1％・中63.9％)【全国学力・学習状況調査】

Ａ 57.4

授業日において学習者用端末を毎日使用した学校の割合(%)
　　〔ただし、学校行事等ＩＣＴ活用が適さない日数を除く〕
 (目標 ７年度末：100%　５年度：100%)【本市調査】

現在、またはこの１年間のうちに、一定期間継続した生涯学習活動（市民生活・社会問題・一
般教養に関する学習、ボランティア、仕事に関する知識や技術、資格取得、趣味・習い事、ス
ポーツ・健康づくりなど）を行ったことがある市民の割合(%)
 (目標 ７年度末：38％　５年度：31％)【本市調査(民間を活用したネット調査)】

②

⑤

23.0

61.1

課題認識

　学校教育は、子どもたちの最善の利益などの不易の目的とともに、社会の変化に素早く柔軟に対
応することが求められている状況を踏まえ、授業をはじめとする学びや生活の中でＩＣＴを効果的
に活用するとともに、教育行政や学校運営においてもビッグデータの活用に取り組むなど、教育に
おけるデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を推進する必要がある。
　教員の働き方改革は喫緊の課題であり、スクールサポートスタッフや部活動指導員などの専門ス
タッフの配置・活用、ＩＣＴの活用による学校運営の効率化等の取組を一層推進する必要がある。
また、部活動については、国の方針として、令和５年度(2023年度)以降、休日の部活動の段階的な
地域移行が求められていることを踏まえ、部活動の地域移行に着実に取り組む必要がある。
　全国的に教員のなり手不足が深刻化する中、多様で優秀な人材の確保も差し迫った課題となって
いる状況等を踏まえ、専門性や社会人経験を有する人材を教員として登用するなど、社会に開かれ
た教育課程の実現に向け、校園長によるカリキュラム・マネジメントの推進を図る必要がある。
　さらに、学校の創意工夫を支援するため、大学や産業界との連携を一層進めるとともに、教育セ
ンターの改革を図り、教職員の資質向上をはじめ「学校力」アップをめざす必要がある。

主な戦略
（課題解決

の
方策）

教員の勤務時間の上限に関する基準を満たす教職員の割合(%)
　基準１　時間外勤務時間が45時間を超える月数０、かつ、１年間の時間外勤 時間が360時間以下
　基準２　１年間の時間外勤務時間が720時間以下、時間外勤務時間が45時間を超える月数６以下、
　　　　　時間外勤務時間が100時間を超える月数０、直近２～６か月の時間外勤務時間の平均が

　　　　　80時間を超える月数０、を全て満たす。

 (目標 ７年度末：基準１：56.4％・基準２：84.9％
　　　 ５年度　：基準１：49.7％・基準２：78.2％) 【本市調査】

4年度
予算額
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【共通様式】

今後の方針

　子どもの最善の利益のため、教育環境を安全で安心な場とし、学力や体力の向上に効果を上げる
ことは、本市の教育行政及び学校運営にとって、普遍的な目標であるとともに、継続的な課題でも
ある。また、急速に進む社会のデジタル化への対応や教職員の働き方改革、人材確保・育成、変革
に柔軟に取り組めるしなやかな組織づくりは極めて重要であり、本市の改善すべき課題である。今
後も引き続き大阪市教育振興基本計画の最重要目標を達成すべく様々な取組を実施していく必要が
ある。
　経営課題１の「安全・安心な教育の推進」については、引き続き「大阪市いじめ対策基本方針」
に基づく対処を図り、学習者用端末の相談機能やいじめ第三者委員会の活用を行うなど、いじめの
未然防止・早期発見に向けた対応を行う。また、不登校児童生徒の個々の状況に応じた支援充実に
向けて、教育支援センターのみならず、校内教育支援センター（スペシャルサポートルーム）のモ
デル設置や、登校支援室（なごみ）の設置を進めることにより、多様な学習機会の確保に努める。
これらの改善策を講じることにより、学校へ登校することを楽しいと思う児童生徒の割合が増加す
ることにつなげ、更なる安全・安心な教育を推進していく。
　経営課題２の「未来を切り拓く学力・体力の向上」では、全国学力・学習状況調査の結果を受け
「学力状況把握シート」等を活用し、「支援チーム」による学校サポート訪問を通して教員の指導
力向上に取り組む。加えて、「体力・運動能力向上のための取組の推進」では、「子どもの体力づ
くり強化プラン」に基づき、運動機会の確保と運動意欲を高める取組を等を推進し、運動習慣の定
着を図る。
　経営課題３の「学びを支える教育環境の充実」においては、更なる教育DXの取組として、ICTを活
用した個別最適な学びの推進と協働的な学びの実現に向けて取り組むとともに子どもの心の状態や
日々の学校生活の状況を可視化し、子どもの理解を深めるなど、いじめ・不登校などへの迅速な対
応を実現する。また、カリキュラム・マネジメントに係る研究の推進や、実践事例等についての周
知など、更なるカリキュラム・マネジメントの推進を図る。加えて「働き方改革の推進」では、今
年度の目標を達成できていることから、第２期「学校園における働き方改革推進プラン」に基づ
き、引き続き各取組みを進めるとともに、「仕事と生活の両立支援プラン」等も踏まえ、性別に関
係なく教員が働きやすい環境を整備していく。

自己評価
（運営方針全体
の定性評価）

　令和４年度に策定した大阪市教育振興基本計画に定められた３つの最重要目標の達成に向け、昨
年度に引き続き、３つの経営課題、９つのめざす成果及び戦略、31の施策に取り組んだ。
　経営課題１のアウトカム指標③の「自分には良いところがありますか」の児童生徒の自己肯定感
を問う指標については目標を達成した。しかし、①の「学校に行くのは楽しいと思いますか」にお
いては、小学校で昨年度実績を上回っているものの目標達成に至らなかった。また、中学校では昨
年度実績を下回っており、不登校児童生徒の在籍比率の減少に向けては喫緊の課題である。
　経営課題２のアウトカム指標②の「全国学力・学習状況調査の平均正答率の対全国比」において
は小学校の目標を達成したが、中学校においてはわずかに目標に届かなかった。⑤の「全国体力・
運動能力、運動習慣等調査の体力合計点の対全国比」においては、小学校と中学校の男子において
は昨年度と同等の結果となり、目標を達成できていないが、中学校女子においては全国平均に達
し、今年度の目標を達成している。
　経営課題３のアウトカム指標①の「授業日において学習者用端末を毎日使用した学校の割合」が
99.8％となり、目標には届かなかったが高い水準を保っている。次年度への課題としては、ICTを活
用した個別最適な学びの更なる推進があげられる。②の「教員の勤務時間の上限に関する基準を満
たす教職員の割合について」について、基準１，基準２ともに目標を達成しているが、令和７年の
目標に向けて引き続き各施策を取り組む必要がある。
 今年度、達成できなかった目標に関しては、その要因を分析し、更なる改善策を講じながら引き続
き各施策に取り組むとともに学校現場と双方向でのコミュニケーションを図り、本市教育課題の解
決及び教育理念の実現を目指す。
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【様式２－１】

 安全・安心な教育の推進

重点的に取り組む経営課題

最重要目標１
（経営課題１）

　計画

令和12年度(2030年度)以降の社会を見据えて
　我が国の子どもの貧困の状況はＯＥＣＤ加盟36か国中20位と依然厳しく、内閣府の「令和３年版子
供・若者白書」によると、「子供の貧困率及び子供がいる現役世帯のうち大人が一人の世帯の貧困率
は低下しているものの、特に、子供がいる現役世帯のうち大人が一人の世帯の貧困率は高い水準にあ
る。」とされている。さらに、本市においては、就学援助を受けている家庭の児童生徒が在籍してい
る割合が、全国に比べて高い状況が続いている。
　厳しい家庭環境にある幼児児童生徒を含む全ての子どもに、生まれ育った環境によって左右される
ことなく自分の可能性を追求できるように、静穏かつ明るい教育環境の中で、生き生きと学習に取り
組み、学びを深め、友達と交流しながら、健全に成長できる学校園生活を保障することが、本市の教
育にとって第一の基本である。
　全国学力・学習状況調査の結果において、本市の子どもたちの規範意識や自尊感情は、全国平均に
比べて低い状況にある。こうした状況を直視し、全ての基礎となる幼児期から、小中学校を通した義
務教育修了までの期間に、個人の尊厳の理念に基づき、基本的な道徳心・規範意識を培い、いじめや
暴力を根絶するため、安全・安心に必要なルールを徹底する。その際、自らの学ぶ権利と併せて、他
の子どもの安全・安心と教育を受ける権利を重んじる態度を、子どもたちの中に育むことが重要であ
る。社会のルールを理解し自らを律する力、他者を尊重し思いやる心、適切な人間関係を築くコミュ
ニケーション能力、多様性や違いを受け入れる力など、子どもたちの道徳性・社会性の育成に努め
る。
　さらに、防災・減災教育や安全教育などにより、「自分の命は、自分で守る」ことの大切さを伝え
るとともに、自ら危険を回避するために主体的に行動する、自他の安全に配慮し危険な環境を改善す
る、自他の生命を尊重し安全で安心な社会づくりに進んで参加するなど、安全を守るための力の育成
をめざす。

現状（令和５年度末時点）

◆全国学力・学習状況調査における児童・生徒質問紙結果
　・「学校に行くのは楽しいと思いますか」に対して、肯定的に回答する児童生徒の割合

◆全国学力・学習状況調査における児童・生徒質問紙結果
　・「人の役に立つ人間になりたいと思いますか」に対して、肯定的に回答する児童生徒の割合

◆全国学力・学習状況調査における児童・生徒質問紙結果
　・「自分には良いところがありますか」に対して、肯定的に回答する児童生徒の割合
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【様式２－１】

基本的な方向の自己評価を踏まえた最重要目標としての評価結果の総括
　児童生徒にとって、学校教育活動を意欲的に行っていくことが学力・体力の向上に効果を発揮する
ことにつながる。全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙において、「学校に行くのは楽しい」と
思う本市の児童生徒の割合は、ここ数年全国平均を下回っているが、自己有用感を表す項目の「人の
役に立つ人間になりたいと思っていますか」では、肯定的に回答する児童生徒の割合は年々高くなっ
ており、今年度は中学校において、全国平均と同等の結果となった。加えて、自己肯定感を表す項目
の「自分には良いところがありますか」に関しても、肯定的に回答する児童生徒の割合が徐々に高く
なっている。これらの結果を踏まえ、今後も、児童生徒が学校へ行くことが楽しいと感じる機会を増
やすとともに、一人一人が自己有用感・自己肯定感をさらに高めていけるように、道徳教育・キャリ
ア教育・人権教育・インクルーシブ教育・多文化共生教育における各取組の充実を図っていく。ま
た、各学校においては「大阪市いじめ対策基本方針」の更なる理解を深めるための研修等を実施して
いくことで、いじめの未然防止を図り、更なる安全・安心な教育活動を推進させていく。さらに、児
童生徒一人一人に寄り添い、年々増加している不登校児童生徒への学習機会の確保に向けた取組を推
進していくことで、多様な学習機会を確保することができ、意欲的に学校教育活動に取り組む児童生
徒の割合を高めることにつなげる。これらの取組をすすめることで児童生徒の豊かな心を育成し、意
欲的に学校教育活動を行うことができる環境を実現していく。

◆全国学力・学習状況調査における児童・生徒質問紙結果
　・「学校に行くのは楽しいと思いますか」に対して、肯定的に回答する児童生徒の割合

◆全国学力・学習状況調査における児童・生徒質問紙結果
　・「人の役に立つ人間になりたいと思いますか」に対して、肯定的に回答する児童生徒の割合

◆全国学力・学習状況調査における児童・生徒質問紙結果
　・「自分には良いところがありますか」に対して、肯定的に回答する児童生徒の割合

　自己評価
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【様式２－２】

R7
目標

R4
実績

R5
目標

R5
実績

R5進捗
(達成)状況

　全ての子どもが、明るく落ち着いた教育環境の中で生き生きと学習に取り組み、学びを深め、友達と交
流しながら健全に成長できる安全・安心な教育環境の実現は必要不可欠である。本市においては、個人の
尊厳の理念に基づき、何よりも優先して、子どもの安全・安心と教育を受ける権利の保障に努めるという
強い決意を持って取り組んできている。その結果、暴力行為発生件数は大きく減少し、いじめの解消率で
は小学校が目標を達成するなど、成果が見られる。今後とも子どもに寄り添いながらぶれることなく、安
全・安心な環境の中での子どもの成長につながるよう、具体的な取組を進めていく。
　特にいじめへの対応については、いじめを受けた子どもの救済と尊厳を最優先する「大阪市いじめ対策
基本方針」に基づく対処、事前に明示したルールを公平・公正に適用する「学校安心ルール」を徹底す
る。また、児童生徒一人一人の実態を的確に把握し、それぞれに応じた指導・支援を行うため、スクリー
ニングの実施、ＩＣＴやいじめ第三者委員会の活用など新たな取組を総合的かつ効果的に推進していく。
　取組の一つである「学校安心ルール」は、子どもが自らを律することができる力の育成をめざすもので
あり、全ての子どもたちが安心して成長できる安全な学校環境の実現を支えるものである。また、校則
（学校のきまりや生徒心得等）については、時代の変化や社会通念に照らして必要かつ合理的なものと
なっているか等の観点から、積極的に見直しを行い、児童生徒が自主的に守るように指導を行っていく。
このような、子どもが自らを律することができる力の育成とともに、減災教育や防犯・交通安全教育など
を通しながら、安全を守るために主体的に行動できる力の育成についても取り組んでいく。
　不登校児童生徒については、全国と同様に本市においても増加傾向にあり、大きな課題となっているこ
とから、更なる家庭との連携、教育支援センターの設置や不登校児童生徒等を対象とする特別の教育課程
を編成して教育を実施する学校（以下「不登校特例校」という）の設置検討（令和６年度(2024年度)開校
予定）、ＩＣＴの活用等の充実を図り、児童生徒一人一人に寄り添った不登校要因への対応を行うととも
に、不登校児童生徒の学習機会の確保に向けた取組を行っていく。
　近年、スマートフォン等の使用（ゲーム、動画、ＳＮＳ等）に時間を費やす児童生徒が多くなってお
り、健康・生活習慣・学習への影響、ネットいじめなど生活指導上の課題、犯罪被害の危険等も危惧され
ることから、使用時間のきまりを含む節度ある適切な使用に向けたルールを策定し、家庭と連携しながら
ルールの活用を図っていく。
　また、新たな課題であるヤングケアラーやネグレクトを含む児童虐待等への対応について、地域、関係
諸機関(区役所・福祉局・健康局・こども青少年局・教育委員会事務局)等が連携して進めていく。

　◎ いじめへの対応　　　　 　◎ 不登校への対応　　　　　  ○ 問題行動への対応
　○ 児童虐待等への対応　　 　　○ 防災・減災教育の推進　　　  ○ 安全教育の推進

　
最
重
要
目
標
　
１

基本的な方向１ 【安全・安心な教育環境の実現 】

　計画

めざす状態〈令和７年度(2025年度)末を念頭に設定〉

主な施策

　自己評価

目標（アウトカム指標）の進捗(達成)状況
（※ 達成状況　A：達成　B：未達成）

①
「学校に行くのは楽しいと思いますか」に
対して、肯定的に回答する児童生徒の割合
(%)【全国学力・学習状況調査】（再掲）

小学校

・いじめへの対応では、「いじめはどんな理由が
　あってもいけないことか」について、肯定的に
　思うと回答する児童生徒は約95％であるが、最
　も肯定的に回答する児童生徒は約80％であり、
　引き続きいじめの未然防止に向けた取組を推進
　するとともに、いのちの大切さの学びを深める
　必要がある。
・不登校の状態にある児童生徒の在籍比率は前年
　度より増加しており、魅力ある学校づくりとと
　もに多様な学習機会の提供に努める必要がある。
・安全教育の推進においては、各校でスマート
　フォン等の節度ある適切な使用ルールの策定を
　支援することと、そのルールを家庭と連携して
　活用を促進していくことが必要である。

課題 改善策（今後の対応方向）
・いじめへの対応については、「大阪市いじめ対
　策基本方針」に基づき、いじめの未然防止に向
　けた取組を実施したり、「いじめについて考え
　る日」に併せて「いのちについて考える日」の
　設定によりいじめやいのちについて考える機会
　を持たせたりすることで、いのちの大切さの学
　びを深め、児童生徒全員が安心して登校できる
　環境をつくる。
・不登校への対応については、教育支援センター
　の取組充実に努めるとともに、学校及び家庭へ
　の周知を継続する。加えて、校内教育支援セン
　ター（スペシャルサポートルーム）のモデル設
　置や、登校支援室（なごみ）の設置を進めるこ
　とにより、多様な学習機会の確保に努める。
・安全教育の推進については、「スマホサミット」
　の継続実施等を通してスマートフォンの節度あ
　る適切な使用ルールの策定やその活用を家庭と
　連携して実施してくなどの改善策を実施してい
　く。

　上記の改善策を講じていくことが学校へ登校する
ことを楽しいと思う児童生徒の割合が増加すること
につながり、更なる安全・安心の教育環境を実現し
ていく。

Ｂ

中学校 82 77.8 79 77.3 Ｂ

85 81.8 83 82.1
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【様式２－３】

524 百万円

540 百万円

852 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

小学校 90 82.9 85 81.2

中学校 85 82.4 84 80.5

② 100 99.8 100 99.8

③ 100 99.9 100 99.9

④ 100 99.7 100 99.8

⑤ 100 100 100 100

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
１

　
基
本
的
な
方
向
　
１

施策
１－１

　いじめへの対応
3年度 決算額

　計画
◆「大阪市いじめ対策基本方針」の一層の徹底を図り
　全小中学校において、いじめに適切に対応できるよ
　う、次の取組を実施する。
・「大阪市いじめ対策基本方針」の理解を深めるため
　の研修の実施及びいじめ対応に係るアンケート調査
　の実施
・「学校安心ルール」に係る活用状況の管理及び取組
　推進に向けた周知
・「いじめについて考える日」・「いのちについて考
　える日」の設定及び取組の本市ホームページ掲載等
　による周知と「いじめアンケート」の実施に係る周
　知・進捗管理
・こどもサポートネットの実施
　スクールソーシャルワーカー（ヤングケアラー早期
　発見に向けたスクールソーシャルワーカーを含む）
　の配置　全24区に65名
・第三者委員会の常設化によるいじめ重大事態事案の
　迅速な対応
・大阪市版スクールロイヤーの派遣　各教育ブロック
　２名（計８名）の弁護士を配置（心理士、ソーシャ
　ルワーカー、医師等の専門家の活用も含む）
・ＳＮＳ相談の継続実施
　長期休業日明け前後１週間及び週１回の定期開設
・生活指導サポートセンター（個別指導教室）の運用
　１か所
・生活指導支援員の配置　小中学校計120校
・第三者機関の外部通報窓口の周知　全小中学校
・管理職・生活指導担当教員等対象の研修の開催１回
・課題解決支援員（スクールソーシャルワーカー）の
　配置（小学校４校・中学校４校で試行実施）

・「大阪市いじめ対策基本方針」の理解を深めるため
　の研修の実施及びいじめ対応に係るアンケート調査
　の実施
・「学校安心ルール」に係る活用状況の管理及び取組
　推進に向けた周知
・「いじめについて考える日」の設定及び取組の本市
　ホームページ掲載等による周知とや「いじめアン
　ケート」の実施に係る周知・進捗管理
・こどもサポートネットの実施（児童虐待対応含む）
　全区役所
・全24区33名のスクールソーシャルワーカーを配置
・第三者委員会の常設化によるいじめ重大事態事案の
　迅速な対応
・大阪市版スクールロイヤーの派遣　各教育ブロック
　２名（計８名）の弁護士を配置（心理士、ソーシャ
　ルワーカー、医師等の専門家の活用も含む）
・ＳＮＳ相談の継続実施
　長期休業日明け前後１週間及び週１回の定期開設
・生活指導サポートセンター（個別指導教室）の運用
　１か所
・第三者機関の外部通報窓口の周知　全小中学校
・生活指導支援員の配置　小中学校計133校
・管理職・生活指導担当教員等対象の研修の開催１回

　自己評価
・「大阪市いじめ対策基本方針」の理解を深めるため
　の研修の実施及びいじめ対応に係るアンケート調査
　の実施(全教職員対象　１回）
・「学校安心ルール」に係る活用状況の管理及び取組
　推進に向けた周知（初任者研修及び３～５年次研
　修に「学校安心ルール」に係る研修を実施　各
　１回）
・「いじめについて考える日」・「いのちについて考
　える日」の設定及び取組の本市ホームページ掲載等
　による周知と「いじめアンケート」の実施に係る
　周知・進捗管理
・こどもサポートネットの実施
　スクールソーシャルワーカー（ヤングケアラー早期
　発見に向けたスクールソーシャルワーカーを含む)
　の配置　全24区に51名

・第三者委員会の常設化によるいじめ重大事態事案の
　迅速な対応
・大阪市版スクールロイヤーの派遣　各教育ブロック
　２名（計８名）の弁護士を配置（心理士、ソーシャ
　ルワーカー、医師等の専門家の活用も含む）
・ＳＮＳ相談の継続実施
　長期休業日明け前後１週間及び週１回の定期開設
　（周知プリント配付の指示　３回）
・生活指導サポートセンター（個別指導教室）の運用
　１か所
・生活指導支援員の配置　小中学校計136校
・第三者機関の外部通報窓口の周知　全小中学校
・管理職・生活指導担当教員等対象の研修の開催１回
・課題解決支援員（スクールソーシャルワーカー）の
　配置（小学校４校・中学校４校で試行実施）

・全国では、未だにいじめを背景とする自殺
　などの深刻な事態の発生は後を絶たないこ
　とから、本市においても、いじめの未然防
　止に向けた取組を推進するとともに、いの
　ちの大切さの学びを深めるための取組をさ
　らに推進させる必要がある。
・いじめ対応に係る教員対象の調査におい
　て、ごく少数の教員ではあるが、適切に対
　応できているとはいえない回答があった。

いじめられる側にもそれなりの理由や原因があるといった姿勢で対応するの
ではなく、いじめる側が悪いというぶれない認識で対応している、とする教
員の割合(%) 【本市調査】

「教育的配慮」の名目の下に、事実解明もそこそこに幕引きを図るような対
応にはなっていない、とする管理職の割合(%)　【本市調査】

・「いじめについて考える日」に併せて「い
　のちについて考える日」を設定し、いじめ
　防止の意識を高めるとともに、いのちのか
　けがえのなさを考える機会を持たせる。
・「大阪市いじめ対策基本方針」や適切ない
　じめ対応についての理解をより一層深める
　ため全教職員を対象に、引き続き研修を実
　施し、適切ないじめ対応の徹底を図る。

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

①
「いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思います
か」に対して、最も肯定的な「思う」と回答する児童生徒の割
合(%) 【全国学力・学習状況調査】

いじめの可能性に気づいた時点で、直ちに管理職（校長・教頭等）に報告し
ている、とする教員の割合(%) 【本市調査】

いじめを受けた児童生徒が当該行為をいじめではないと否定することをもっ
て「いじめはない」と判断するのではなく、当該児童生徒の表情や様子をき
め細かく観察するなどして確認し、いじめに該当するか否か判断している、
とする教員の割合(%) 【本市調査】
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【様式２－３】

523 百万円

563 百万円

1,894 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

小学校 1.00 1.13
(R3実績)

1.05 0.97
(R4実績)

小学校 60 31.6 40 ６月下旬

・教育支援センターの取組充実に努めるととも
　に、学校及び家庭への周知を継続する。
・教育支援センターの合同会議等により、区の
　取組等を共有し、各校への情報提供に努め
　る。
・校内教育支援センター（スペシャルサポート
　ルーム）のモデル設置や、登校支援室（なご
　み）の設置を進めることにより、多様な学習
　機会の確保に努める。

1.4 1.44
(R4実績)

②

前年度不登校児童生徒の改善の割合(%)
　　　　　　　　　　　　　【本市調査】
※前年度不登校であった児童生徒のうち、不登校の状態が解消され
　た、または不登校状態であっても、次の１～３に該当しているな
　ど総合的な判断により、不登校の状態が改善されたとする人数を
　把握
　１ 出席日数の増
　２ ICTの活用等による、本人・保護者と学校がつながる回数の増
　３ 養護教諭、スクールカウンセラー、教育支援センターなど学
　　 校内外の専門的な指導・相談につながるようになった。

中学校 65 24.4 45 ６月下旬

①
不登校児童生徒の在籍比率の対全国比
　　　　　　　　　　　　　【本市調査】

中学校 1.30 1.51
(R3実績)

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
１

　
基
本
的
な
方
向
　
１

施策
１－2

　不登校への対応

3年度 決算額

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

　計画
◆不登校の未然防止や早期発見・解決及び不登
　校児童生徒の個々の状況に応じた支援充実に
　向けて、多様な学習の機会と場の提供を図り
　児童生徒の社会的自立に向けた取組の幅を広
　げるため、次の取組を実施する。
・ＳＮＳ相談の継続実施
　長期休業日明け前後１週間及び週１回の定期
　開設（再掲）
・こどもサポートネットの実施
　スクールソーシャルワーカー（ヤングケアラ
　ー早期発見に向けたスクールソーシャルワー
　カーを含む）の配置　全24区に65名（再掲)
・教育支援センターの運営 ３か所
・不登校特例校の設置準備 １校
・生活指導支援員の配置　小中学校120校（再
　掲）
・課題解決支援員（スクールソーシャルワーカ
　ー）の配置（小学校４校・中学校４校で試行
　実施）（再掲）
・管理職・生活指導担当教員等対象の研修の
　開催　１回

・ＳＮＳ相談の継続実施
　長期休業日明け前後１週間及び週１回の定期
　開設（再掲）
・こどもサポートネットの実施（児童虐待対応
　含む）全区役所
　全24区33名のスクールソーシャルワーカーを
　配置(再掲)
・スクールソーシャルワーカーの派遣
　　　　　　　　　　　　　　　　全小中学校
・教育支援センターの運営 ３か所
・不登校特例校の設置準備 １校
　　　　　　　　　　　　ＷＧ会議の開催４回
・管理職・生活指導担当教員等対象の研修の
　開催　１回

　自己評価
・ＳＮＳ相談の継続実施
　長期休業日明け前後１週間及び週１回の定期
　開設（周知プリント配付の指示　３回）
　（再掲）
・こどもサポートネットの実施
　スクールソーシャルワーカー（ヤングケアラ
　ー早期発見に向けたスクールソーシャルワー
　カーを含む）の配置　全24区に51名（再掲)
・スクールソーシャルワーカーの派遣　全小中
　学校

・教育支援センターの運営　３か所
・不登校特例校の設置準備　１校
・生活指導支援員の配置　小中学校136校（再掲）
・課題解決支援員（スクールソーシャルワーカー）
　の配置（小学校４校・中学校４校で試行実施）
　（再掲）
・管理職・生活指導担当教員等対象の研修の開催
　１回（再掲）

・不登校の状態にある児童生徒の在籍比率が前
　年度より増加している。不登校が生じないよ
　うな魅力ある学校づくりを進めるとともに、
　多様な学習機会の提供に努める必要がある。
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【様式２－３】

474 百万円

486 百万円

796 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

小学校 92 91.9 92 93.5

小学校 0.8 1.7 0.8 ６月下旬

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

①

4 ６月下旬

96.6

②
児童生徒1,000人当たりに対する暴力行為発生件数
(件) 【本市調査】

中学校 4 8

「学校のきまり（規則）を守っていますか」に対し
て、肯定的に回答する児童生徒の割合(%)
　　　【本市調査】 中学校 96 97 97

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
１

　
基
本
的
な
方
向
　
１

施策
１－3

　問題行動への対応
3年度 決算額

　計画
◆児童生徒が、学校における教育活動全体を
　通して規範意識を醸成することで自らを律
　する力を身に付け、問題行動発生の未然防
　止につながるよう、次の取組を実施する。
・「学校安心ルール」に係る活用状況の管理
　及び取組推進に向けた周知（再掲）
・校則の見直し　全小中学校
・ＳＮＳ相談の継続実施
　長期休業日明け前後１週間及び週１回の定
　期開設（再掲）
・生活指導支援員の配置　小中学校計120校
（再掲）
・生活指導サポートセンター（個別指導教
　室）の運用　１か所（再掲）
・管理職・生活指導担当教員等対象の研修会
　の開催　１回（再掲）
・大阪市版スクールロイヤーの派遣活用
　各教育ブロック２名（計８名）の弁護士を
　配置（心理士、ソーシャルワーカー、医師
　等の専門家の活用も含む）（再掲）
・「学校安心ルール」と校則の学校ホーム
　ページへの掲載に係る周知・進捗管理
・こどもサポートネットの実施
　スクールソーシャルワーカー（ヤングケア
　ラー早期発見に向けたスクールソーシャル
　ワーカーを含む）の配置　全24区に65名
（再掲)
・第三者機関の外部通報窓口の周知　全小中
　学校（再掲）
・課題解決支援員（スクールソーシャルワー
　カー）の配置（小学校４校・中学校４校で
　試行実施）（再掲）

・「学校安心ルール」に係る活用状況の管理
　及び取組推進に向けた周知（再掲）
・校則の見直し　全小中学校
・ＳＮＳ相談の継続実施
　長期休業日明け前後１週間及び週１回の定
　期開設（再掲）
・生活指導支援員の配置　小中学校計133校
（再掲）
・生活指導サポートセンター（個別指導教
　室）の運用　１か所（再掲）
・管理職・生活指導担当教員等対象の研修会
　の開催　１回（再掲）
・大阪市版スクールロイヤーの派遣
　各教育ブロック２名（計８名）の弁護士を
　配置（心理士、ソーシャルワーカー、医師
　等の専門家の活用も含む）（再掲）
・「学校安心ルール」と校則の学校ホーム
　ページへの掲載に係る周知・進捗管理
・こどもサポートネットの実施（児童虐待対
　応含む）全区役所　全24区33名のスクール
　ソーシャルワーカーを配置(再掲)
・スクールソーシャルワーカーの派遣　全小
　中学校（再掲）
・第三者機関の外部通報窓口の周知　全小中
　学校（再掲）

　自己評価
・「学校安心ルール」に係る活用状況の管理
　及び取組推進に向けた周知（初任者研修及
　び３～５年次研修に「学校安心ルール」に
　係る研修を実施　各１回）（再掲）
・校則の点検及び見直し　全小中学校
・ＳＮＳ相談の継続実施
　長期休業日明け前後１週間及び週１回の定
　期開設（周知プリント配付の指示　３回）
（再掲）
・生活指導支援員の配置　小中学校計136校
 （再掲）
・生活指導サポートセンター（個別指導教
　室）の運用　１か所（再掲）
・管理職・生活指導担当教員等対象の研修会
　の開催　１回（再掲）

・大阪市版スクールロイヤーの派遣活用
　各教育ブロック２名（計８名）の弁護士を配
　置（心理士、ソーシャルワーカー、医師等の
　専門家の活用も含む）（再掲）
・「学校安心ルール」と校則の学校ホームペー
　ジへの掲載に係る周知・進捗管理
・こどもサポートネットの実施
　スクールソーシャルワーカー（ヤングケア
　ラー早期発見に向けたスクールソーシャル
　ワーカーを含む）の配置　全24区に51名
（再掲)
・スクールソーシャルワーカーの派遣　全小中
　学校（再掲）
・第三者機関の外部通報窓口の周知　全小中学
　校（再掲）
・課題解決支援員（スクールソーシャルワー
　カー）の配置（小学校４校・中学校４校で
　試行実施）（再掲）

・問題行動の未然防止の更なる充実及び重篤化
　の防止を図る必要がある。

・スクールロイヤー及びスクールソーシャル
　ワーカーの活用促進のための取組を実施す
　る。
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【様式２－３】

227 百万円

240 百万円

534 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

100 100

中学校 100 100 100 100

100

①

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

児童虐待等の事案を区役所等と連携して行った小中
学校の割合(%) 【本市調査】

小学校 100

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
１

　
基
本
的
な
方
向
　
１

施策
１－４

　児童虐待等への対応

3年度 決算額

　計画
◆課題を抱える児童生徒を支援するセーフティ
　ネットの充実に努めるため、関係機関との迅
　速・適切な連携により、切れ目のない総合的
　な支援を実現できるよう、次の取組を実施す
　る。
・児童虐待防止啓発教材を活用した授業の実施
　に係る周知・進捗管理
・ＳＮＳ相談の継続実施
　長期休業日明け前後１週間及び週１回の定期
　開設（再掲）
・こどもサポートネットの実施
　スクールソーシャルワーカー（ヤングケアラ
　ー早期発見に向けたスクールソーシャルワー
　カーを含む）の配置　全24区に65名（再掲)
・大阪市版スクールロイヤーの派遣（校内研修
　・ケース検討等）
・スクールソーシャルワーカーのスキル向上の
　ための研修　24回
・管理職・生活指導担当教員等対象の研修の開
　催　１回（再掲）
・課題解決支援員（スクールソーシャルワーカ
　ー）の配置（小学校４校・中学校４校で試行
　実施）（再掲）

・児童虐待防止啓発教材を活用した授業の実施
　に係る周知・進捗管理
・ＳＮＳ相談の継続実施
　長期休業日明け前後１週間及び週１回の定期
　開設（再掲）
・こどもサポートネットの実施（児童虐待対応
　含む）全区役所　全24区33名のスクールソー
　シャルワーカーを配置(再掲)
・大阪市版スクールロイヤーの派遣（校内研修
　・ケース検討等）
・スクールソーシャルワーカーのスキル向上の
　ための研修　24回
・管理職・生活指導担当教員等対象の研修の開
　催　１回（再掲）

　自己評価
・児童虐待防止啓発教材を活用した授業の実施
　に係る周知・進捗管理
・ＳＮＳ相談の継続実施
　長期休業日明け前後１週間及び週１回の定期
　開設（周知プリント配付の指示　３回）
　（再掲）
・こどもサポートネットの実施
　スクールソーシャルワーカー（ヤングケアラ
　ー早期発見に向けたスクールソーシャルワー
　カーを含む）の配置　全24区に51名（再掲)

・大阪市版スクールロイヤーの派遣（校内研修・ケ
　ース検討等）（校内研修52回）
・スクールソーシャルワーカーのスキル向上のため
　の研修　24回
・スクールソーシャルワーカーの派遣　全小中学校
　（再掲）
・管理職・生活指導担当教員等対象の研修の開催
　１回（再掲）
・課題解決支援員（スクールソーシャルワーカー）
　の配置（小学校４校・中学校４校で試行実施）
　（再掲）

・表面化しにくいヤングケアラーの早期発見や
　その支援を行うためには、教職員による気づ
　きや視点の習得等の更なる充実が必要であ
　る。

・スクールソーシャルワーカーの機能拡充を行
　い、スクリーニングシートの改良を行うとと
　もに、各校のスクリーニング及びスクリーニ
　ング会議を充実させ、表面化しにくいヤング
　ケアラーを早期に発見し、スクールソーシャ
　ルワーカーを中心とした適切なアセスメント、
　支援や対応の検討、適切な支援機関へのつな
　ぎ、チーム学校の機能強化を図る。
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【様式２－３】

－ 百万円

－ 百万円

ー 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

89 92

中学校 80 86 87 97

88.3

①

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

「新しい生活様式」の中での地域や区役所と連携し
た防災・減災教育を実施した小中学校の割合(%)
【本市調査】

小学校 80

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
１

　
基
本
的
な
方
向
　
１

施策
１－５

　防災・減災教育の推進

3年度 決算額

　計画
◆全ての学校において「子どもの安全を守るた
　めの防災・減災指導の手引き」を活用して作
　成する「防災・減災教育カリキュラム」に基
　づいた防災・減災教育が推進されるよう、次
　の取組を実施する。
・「子どもの安全を守るための防災・減災指導
　の手引き」の改訂
・区役所と連携した各校の「防災・減災教育カ
　リキュラム」活用の推進や防災・減災教育の
　充実のため、事例集や手引きをSKIP書庫に掲
　載
・モデル校を中心とした防災・減災教育の実践
　研究を「子どもの安全を守るための防災・減
　災指導の手引き」に掲載
・教職員を対象とした研修の実施　２回
・学校園における避難訓練の実施を促すため、
　事務連絡等で周知

・「子どもの安全を守るための防災・減災指導
　の手引き」の改訂
・区役所と連携した各校の「防災・減災教育カ
　リキュラム」活用の推進や防災・減災教育の
　充実のため、事例集や手引きをSKIP書庫に掲
　載
・区役所や地域と連携した児童生徒への防災・
　減災教育の実施をするために各校園に周知
　し、進捗管理をする。
・モデル校（堀江小）と事務局が協同して、教
　育フォーラムで防災・減災教育の実践研究を
　発表する。
・教職員を対象とした研修（eラーニング研修
　２回）実施
・学校園における避難訓練の実施を促すため、
　区校園長会で周知し、進捗管理をする。

　自己評価
・「子どもの安全を守るための防災・減災指導
　の手引き」の改訂及びホームページへの掲載
・区役所や地域と連携した各校園の「防災・減災
　教育カリキュラム」活用の推進や防災・減災教
　育の充実のため、事例集や手引きをSKIP書庫に
　掲載
・「子どもの安全を守るための防災・減災指導の
　手引き」に防災・減災教育の実践研究を掲載す
　るためのモデル校園への取材の実施

・教職員を対象とした研修（eラーニング研修２回）
　実施
・学校園における避難訓練等の実施を促すため、区
　校園長会で周知し、また非常変災時の措置につい
　て各部局と協議のうえ、学校園の安全を万全に期
　すためフローチャートを作成し、事務連絡で周知
・大阪市防災情報システムを学校園の安全管理のた
　めに活用することを周知及び教育委員会からの指
　示連絡ツールの構築

・区役所や地域等と連携した合同避難訓練や避難
　所開設等について、各校園が工夫して実施して
　いる。区役所や地域等と連携した防災・減災教
　育について、学校園での差がある。
・教職員向けe-ラーニング研修（２回実施）につ
　いては、全教職員の約90％が実施した。さら
　に、防災・減災教育を進めるための研修が必
　要である。

・毎年改訂している「子どもの安全を守るための
　防災・減災指導の手引き」において、区役所や
　地域等と工夫して実施した防災・減災教育の各
　校園の実践事例を共有できるよう、手引きのさ
　らなる充実を図る。
・教職員のe-ラーニング研修の内容の充実に加
　え、外部講師を招聘し、防災・減災教育の進
　め方について教職員向けの研修を実施する。
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【様式２－３】

－ 百万円

－ 百万円

1 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

小学校 80 97.8 98 97.6

小学校 20.5 31.9 26 29.8

33.5 38.7

中学校 80 97.6

②

「学校から帰ってから、スマートフォン等を使用し
て、平均でどのくらいＳＮＳ、動画視聴、ゲーム等
をしていますか」に対して、３時間以上と回答する
児童生徒の割合（%）【本市調査】 中学校 26.5 41.1

・スマートフォン等の使用実態に関する継続調査の
　実施
・「大阪市スマホサミット」の継続実施　１回
・教職員と児童生徒とのＳＮＳ等の利用ルールを
　策定・周知

・各校で策定したスマートフォン等の節度ある
　適切な使用ルールについて、家庭との連携に
　よるルールの活用の促進が必要である。
・小学校での使用ルール策定が進むよう支援が
　必要である。

・家庭との連携によるルールの活用が進んでい
　ない学校に対し、取組例を示し助言する等の
　支援に努める。
・「大阪市スマホサミット」を継続実施し、小
　中連携を推進することにより、小学校におけ
　る使用ルールの策定を支援する。

98 97.8

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
１

　
基
本
的
な
方
向
　
１

施策
１－６

　安全教育の推進

3年度 決算額

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

①
「スマホの危険性や適切な使い方について理解して
いますか」に対して、肯定的に回答する児童生徒の
割合(%) 【本市調査】

　計画
◆学校園の安全に関する体制の一層の充実に向
　けて、児童生徒にとって安全・安心な教育環
　境が実現できるよう、次の取組を実施する。
・学校安全管理マニュアルの作成に係る周知・
　進捗管理
・小学校における「安全マップ」の作成及びホ
　ームページ掲載に係る周知・進捗管理
・「セーフティ・プロモーション・スクール
　（ＳＰＳ）」のモデル研究の実施
　　　　　　　　　　小学校１校　中学校１校
・指導事例を活用した情報モラル教育の推進
・スマートフォン等の節度ある適切な使用ルー
　ルの策定と家庭への協力依頼に係る周知・進
　捗管理
・スマートフォン等の使用実態に関する継続調
　査の実施
・「大阪市スマホサミット」の継続実施　１回
・ＳＮＳ等を用いた教職員による児童生徒との
　私的なやり取りの禁止に関するフォローアッ
　プ調査の実施

・学校安全管理マニュアルの作成に係る周知・
　進捗管理
・小学校における「安全マップ」の作成及びホ
　ームページ掲載に係る周知・進捗管理
・「セーフティ・プロモーション・スクール
　(ＳＰＳ)」のモデル研究の実施
　　　　　　　　　　小学校１校　中学校１校
・スマートフォン等の節度ある適切な使用ルー
　ルの策定と家庭への協力依頼に係る周知・進
　捗管理
・スマートフォン等の使用実態に関する継続調
　査の実施
・「大阪市スマホサミット」の継続実施　１回
・ＳＮＳ等を用いた教職員による児童生徒との
　私的なやり取りの禁止に関するフォローアッ
　プ調査の実施

　自己評価
・学校安全管理マニュアルの作成に係る周知・
　進捗管理
・小学校における「安全マップ」の作成及びホ
　ームページ掲載に係る周知・進捗管理
・「セーフティ・プロモーション・スクール
　（ＳＰＳ）」のモデル研究の実施
　　　　　　　　　　小学校１校　中学校１校
・指導事例を活用した情報モラル教育の推進
・スマートフォン等の節度ある適切な使用ルー
　ルの策定と家庭への協力依頼に係る周知・進
　捗管理
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【様式２－２】

R7
目標

R4
実績

R5
目標

R5
実績

R5進捗
(達成)状況

小学校 96 94.3 95.5 95 Ｂ

小学校 77 76.7 77 81.1 Ａ

　本市では、全国学力・学習状況調査の結果において、「人の役に立つ人間になりたいと思いますか」
「学校のきまり・規則を守っていますか」など、社会性や規範意識に関する項目について、肯定的な回答
をする児童生徒の割合が全国平均以上になることを目標に掲げてきた。その結果、平成22年度(2010年度)
よりの約10年間にわたり、全国平均との差が縮小され、令和４年度(2022年度)の「学校のきまり・規則を
守っていますか」では、中学校で全国平均に届くなど、改善傾向にある。しかし、自己肯定感・自己有用
感については、全国平均と比べ改善が図られていない状況である。児童生徒が将来の夢や希望を持てるよ
うな道徳教育・キャリア教育の充実を図ることで、自己肯定感・自己有用感の改善に取り組んでいく。
　また、幼児期から義務教育修了までの期間に、子どもたちの基本的な道徳心・社会性の育成を図るた
め、学校教育活動全体を通じた道徳教育活動を進め、これまで実施してきた「人に親切にする」「嘘をつ
かない」「ルールを守る」「勉強する」といった基本的なモラルを身に付けさせる取組を引き続き進めて
いく。
　近年、全国的に児童生徒の自殺数が増えており、コロナ禍においてはその数が更に増加する傾向にあ
る。本市は、この事案に対して真正面から取り組んでいく。自らがかけがえのない大切な存在であると実
感できるよう、学校教育活動だけでなく、家庭・地域等との連携を図り、児童生徒の自尊感情を高め、他
者を思いやる気持ちを育んでいく。
　小中学校で学ぶ障がいのある児童生徒は年々増加傾向にあり、これまで以上に、教員の障がいに対する
理解の深化及び専門性の向上を図るなど、本市が従来より進めてきた「共に学び、共に育ち、共に生きる
教育」を一層推進していく。
　多国籍化・増加する帰国来日した児童生徒に対して、日本語指導や適応指導、母語・母文化の保障等の
支援を行っていく。さらに「大阪市多文化共生指針」に示された取組等について、関係局や関係機関等で
の連携を図るとともに、多様な価値観や文化を持つ子ども同士が互いの違いを認め合い、高め合うことの
できる多文化共生教育を推進していく。

　○ 道徳教育の推進　　　    　○ キャリア教育の充実　 ○ 人権を尊重する教育の推進
　○ インクルーシブ教育の推進　○ 多文化共生教育の推進

目標（アウトカム指標）の進捗(達成)状況
（※ 達成状況　A：達成　B：未達成）

　
最
重
要
目
標
　
１

基本的な方向２ 【豊かな心の育成】

　計画

めざす状態〈令和７年度(2025年度)末を念頭に設定〉

主な施策

　自己評価

①
「人の役に立つ人間になりたいと思います
か」に対して、肯定的に回答する児童生徒
の割合(%) 【全国学力・学習状況調査】

中学校

中学校

②
「自分には、良いところがありますか」に
対して、肯定的に回答する児童生徒の割合
(%) 【全国学力・学習状況調査】

課題 改善策（今後の対応方向）

95 95 95.5 94.9 Ｂ

・人権を尊重する教育の推進においては、目標達
　成評価についての肯定的な回答は約90％である
　が、最も肯定的な回答は約30％であり、より積
　極的な取組を推進する必要がある。
・インクルーシブ教育の推進については、「通級
　による指導」を進め、障がいのある子ども一人
　一人の教育的ニーズを把握することや、すべて
　の教員が適切な学びの場につなげる力や学びの
　場に応じた効果的な指導支援を行う力等を学ぶ
　必要がある。
・多文化共生教育の推進については、外国から編
　入する児童生徒が急増しており、それに伴う各
　校における日本語指導や母語・母文化の保障や
　多文化共生教育の実践の普及が課題となってい
　る。

・人権を尊重する教育の推進においては、様々な
　取組や研修等の実施を推進し、教職員全体の人
　権意識、人権感覚の向上に取り組んでいく。
・インクルーシブ教育の推進については、学校園
　への支援体制の強化を図り、障がいのある子ど
　もの進路の在り方や通常学級での支援等につい
　ての理解を進めるための工夫や、より具体的に
　実践につながる研修内容の充実を図っていく。
・多文化共生教育の推進については、外国から編
　入する児童生徒の急増に対して、人材の有効活
　用や母語・母文化などを学べる機会の提供を区
　役所等と連携して進めるほか、関係機関との連
　携のもとに多文化共生教育の実践の普及を進め
　ていく。
　
　上記の人権教育、インクルーシブ教育、多文化共
生教育の取組によって、多様な価値観や互いの違い
を認め合い、児童生徒の自己有用感・自己肯定感を
育み、豊かな心の育成につなげていく。

76.5 79.2 Ａ7677
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【様式２－３】

2 百万円

2 百万円

2 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

93 96.2①

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

道徳教育推進教師研修・学校園運営研修（道徳教育）を受講し
て、「自校の取組に活用できた」と回答する学校の割合(%)
【本市調査(道徳教育事業評価アンケート）】

95 85.4

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
１

　
基
本
的
な
方
向
　
２

施策
２－１

　道徳教育の推進

3年度 決算額

　計画
◆児童生徒がよりよく生きるための基盤となる
　道徳性を養う道徳教育を充実させるため、次
　の取組を実施する。
・学校園運営研修（道徳教育）
・道徳教育推進教師研修
・道徳教育研究校・道徳教育推進拠点校におい
　て道徳教育・道徳科指導の研究実施及び成果
　の普及
・同一校区小・中学校において道徳科授業の合
　同研修（相互参観）の実施

・学校園運営研修（道徳教育）年１回（必修）
　【対象】
　　各校園「校長・園長・准校長・副校長・
　　教頭・首席・幼稚園主任」より１名
・道徳教育推進教師研修　年２回（必修）
・文部科学省「道徳教育の抜本的改善・充実に
　係る支援事業」の委
　託を受け、道徳教育研究校（小学校２校　中
　学校１校）、道徳教育推進拠点校（中学校８
　校）の選定
・道徳教育研究校、道徳教育推進拠点校におけ
　る実践研究、公開授業の実施支援及び、取組

　内容をwaku×2.com-beeに掲載し、大阪市教育
　フォーラム等で発表

 

　自己評価
・学校園運営研修（道徳教育）　１回
・道徳教育推進教師研修　２回
・道徳教育研究校（小学校２校、中学校１
　校）、道徳教育推進拠点校（中学校４校）に
　おいて道徳教育・道徳科指導の研究実施及び
　成果の普及（各研究校・推進拠点校において
　校内研修・小中合同研修会・公開授業を実
　施）
・同一校区小・中学校において道徳科授業の合
　同研修（相互参観）の実施（研究校・推進拠
　点校も含めた10校区で実施）

・同一校区小・中学校における道徳科授業の合
　同研修（相互参観）によって得られた学びを
　どのようにそれぞれの校種の授業に生かして
　いくか考える必要がある。

・同一校区での合同研修で得た意見をもとに、
　道徳教育推進教師研修等でそれぞれの校種で
　の授業実践を紹介する機会を設けるなど、研
　修内容や実施形態を工夫する。
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【様式２－３】

2 百万円

2 百万円

4 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

小学校 100 62.5 100 80.7

小学校 80.5 78.2 80.5 80

63.6

①

キャリア教育に係るアンケートにより、「新しい生
活様式」において、大学や企業等と連携し、職業に
関連したキャリア教育に取り組んだ小中学校の割合
(%) 【本市調査】
※新型コロナの影響により、多くの小中学校で対面式の職場見学等
　が未実施であったため、前年度の数値は低い状況となっている。

中学校 100 93.8 100 94.6

②
「将来の夢や目標をもっていますか」に対して、肯
定的に回答する児童生徒の割合(%)
　　　　　　　【全国学力・学習状況調査】

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

中学校 70 63.9 69

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
１

　
基
本
的
な
方
向
　
２

施策
２－２

　キャリア教育の充実
3年度 決算額

　計画
◆児童生徒が学ぶことと自己の将来とのつなが
　りを見通しながら、自らの力で生き方を選択
　するために必要な能力や態度を身に付けるこ
　とを通じて、社会的・職業的自立を促すよう
　に、次の取組を実施する。
・職業講話・職場見学・職場体験等、職業に関
　連したキャリア教育の実施　全小中学校
・体系的な「キャリア学習」に取り組むための
　年間指導計画作成の指導　全小中学校
・キャリア教育の充実に係る研修の実施（℮ラー
　ニングを含む）２回
・「新しい生活様式」に応じた子ども達のキャ
　リア形成を育む学習活動の開発と普及
・キャリア・パスポートの適切な運用

・職業講話・職場見学・職場体験等、職業に関
　連したキャリア教育の進捗管理実施
　　　　　　　　　　　　　　　　全小中学校
・体系的な「キャリア学習」に取り組むための
　年間指導計画作成の指導　全小中学校
・キャリア教育の充実に係る研修の実施(℮ラー
　ニングを含む) ２回
・「新しい生活様式」に応じた子ども達のキャ
　リア形成を育む学習活動の集約と研修を通し
　ての周知
・キャリア・パスポートの適切な運用のため
　に、研修の実施　全小中学校

　自己評価
・職業講話・職場見学・職場体験等、職業に関
　連したキャリア教育の実施　全小中学校
・体系的な「キャリア学習」に取り組むための
　年間指導計画作成の指導　全小中学校
・キャリア教育の充実に係る研修の実施　２回

・キャリア形成を育む学習活動の開発と普及にあた
　り、必要な資質・能力について研修を通して周知
・キャリア・パスポートの適切な運用について研修
　をとおして周知

・職業講話・職場見学・職場体験等、企業や大学
　と連携して実施している学校が多数あるが、地
　域によって職場体験がしづらい状況にある学校
　もある。
・各校が日々行っている各教科指導や特別活動、
　学校行事等において、子ども達のキャリア形成
　を育む視点を持ち指導することの重要性を具体
　的に示していく必要がある。

・関西キャリア教育支援協議会をはじめとする企
　業や団体をとおして、職業講話・職場見学・職
　場体験ができるよう各校へ周知していく。
・各校において、様々な工夫を凝らすことでキャ
　リア教育を進めることができ、また、日々行っ
　ている各教科指導や特別活動、学校行事等の取
　組を、キャリア教育の視点をもって見直すこと
　で、キャリア教育の充実につながること等を各
　校へ周知していく。
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【様式２－３】

0 百万円

1 百万円

1 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

29

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

①
「『学校園における人権教育・啓発推進計画』実施計画」の年
度末の目標達成評価において、最も肯定的な「達成できた」と
回答する学校園の割合(%) 【本市調査】

70 24 54

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
１

　
基
本
的
な
方
向
　
２

施策
２－３

　人権を尊重する教育の推進
3年度 決算額

　計画
◆様々な人権課題について学び、人間尊重の精
　神を生活の中に生かしていく人権教育の取組
　を、各学校園が組織的、計画的に教育活動を
　進めることで実現できるようにするため、次
　の取組を実施する。
・ＥＳＤ教育を踏まえた人権教育を計画的・系
　統的に実施するよう、全学校園の進捗管理
・学校園及び地域の実態に応じた、様々な個別
　の人権課題についての理解と認識を深化充実
　させるための周知　全学校園
・文部科学省（委託事業）「人権教育研究推進
　事業」
　人権教育研究指定校における実践研究の実施
　及び成果を普及するため、実践事例を全学校
　園に周知　人権教育研究指定校：小学校１校
・国際理解教育を更に発展させた多文化共生教
　育の推進　全学校園
・教職員人権教育研修の体系的な実施
　　コンプライアンス・人権教育研修　  １回
　　学級集団づくり（２年目教員、３～５年目
　　教員対象）　                    各１回
　　人権教育集中講座　                １回
　　日本語指導が必要な子どもの教育研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２回
　　自尊感情を育む仲間づくり（ピア･サポー
　　ト）研修　                        ２回

・ＥＳＤ教育を踏まえた人権教育が計画的・系
　統的に実施されるよう、全学校園に計画作成
　を依頼・確認
・学校園及び地域の実態に応じた、様々な個別
　の人権課題についての理解と認識の深化充実
　に向けた取組が実施されるよう全学校園に周
　知
・文部科学省（委託事業）「人権教育研究推進
　事業」
　人権教育研究指定校における実践研究の実施
　及び成果の普及させるため、全学校園に実践
　事例を周知
　　　　　　人権教育研究指定校：小学校１校
・教職員人権教育研修の体系的な実施
　　コンプライアンス・人権教育研修　  １回
　　学級集団づくり（２年目教員、３～５年目
　　教員対象）　                    各１回
　　人権教育集中講座　                １回
　　日本語指導が必要な子どもの教育研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２回
　　自尊感情を育む仲間づくり（ピア･サポー
　　ト）研修　                        ２回

　自己評価
・ＥＳＤ教育を踏まえた人権教育を計画的・系
　統的に実施するよう、全学校園の進捗管理
・学校園及び地域の実態に応じた、様々な個別
　の人権課題についての理解と認識を深化充実
　させるための周知  全学校園
・文部科学省(委託事業) 「人権教育研究推進
　事業」
　人権教育研究指定校における実践研究の実施
　人権教育研究指定校：小学校１校
・国際理解教育を更に発展させた多文化共生教
　育の推進   全学校園

・教職員人権教育研修の体系的な実施
　  コンプライアンス・人権教育研修　　　　１回
 　 学級集団づくり（２年目教員、３～５年目教員
　　対象）　　　　　　　　　　　　　　　各１回
 　 人権教育集中講座　　　　　　　　　　　１回
 　 日本語指導が必要な子どもの教育研修 　 ３回
 　 自尊感情を育む仲間づくり（ピア･サポート)
    研修　　　　　　　　　　　　　　　　　２回

・各学校園ともに計画に沿って取組を進め、目標
　達成評価においても、肯定的な「達成できた」
　「ほぼ達成できた」と回答する学校園が約９割
　となっているが、最も肯定的な「達成できた」
　とする学校園の割合が低い。現状においては人
　権を取り巻く諸情勢を踏まえ、より積極的な取
　組が必要となっている。

・本市を取り巻く人権課題の克服に向け、今後も
　引き続き人権教育・啓発にかかる施策を推進し
　ていく。
・教職員が人権教育についての理解を図るため、
　研修資料の活用や教材の周知など、活用につい
　ての研修会等の充実を図ることで教職員全体の
　人権意識、人権感覚の向上に引き続き取り組ん
　でいく。
・人権課題に対する正しい理解と認識を深め、各
　校園で豊かな人権意識が醸成されるよう管理職
　研修の企画・運営に努める。
・各校園に応じた人権課題の目標について、計画
　通りに達成できるよう支援を行う。
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【様式２－３】

988 百万円

999 百万円

989 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

88①
特別支援教育に関する研修や巡回指導の活用等によって、教員
の特別支援教育の専門性が向上し、校園内の指導・支援体制の
充実が図れたとする学校園の割合(%) 【本市調査】

100 90 95

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
１

　
基
本
的
な
方
向
　
２

施策
２－４

　インクルーシブ教育の推進
3年度 決算額

　計画
◆障がいのある者も障がいのない者も、互
　いを認め合い協働できる共生社会の実現の
　ため、障がいのある児童生徒の自立と社会
　参加を見据えて、一人一人の教育的ニーズ
　に応じた指導・支援が提供できるよう、通
　常学級、特別支援学級、通級による指導で
　の学びを充実させるため、次の取組を実施
　する。
・特別支援教育サポーターの配置
　　　　　　  小学校493名　中学校125名
・インクルーシブ教育推進スタッフの配置
　　　　　 　 小学校 13名　中学校  5名
・アドバイザー等の派遣による巡回指導体制
　の強化　5名
・ＩＣＴ活用に関わる研修の実施　6回
・看護師の確保・配置による医療的ケア児へ
　の支援　64校

・特別支援教育サポーターの配置
　　　　　　　小学校493名、中学校125名
・インクルーシブ教育推進スタッフの配置
 　　　　　　 小学校 11名、中学校 ４名
・アドバイザー等の派遣による巡回指導体制
　の強化　巡回アドバイザー　５名
・ＩＣＴ活用に関わる研修の実施　6回
・看護師の確保・配置による医療的ケア児へ
　の支援　64校

　自己評価
・特別支援教育サポーターの配置
　　　　　　　小学校493名　中学校125名
・インクルーシブ教育推進スタッフの配置
　　　　　　　小学校 13名　中学校  5名
・アドバイザー等の派遣による巡回指導体制
　の強化　5名
・ＩＣＴ活用に関わる研修の実施　 6回
・看護師の確保・配置による医療的ケア児へ
　の支援　61校

・障がいのある児童生徒の学びの場の選択肢
　のひとつである「通級による指導」の拡充
　を進めていく中で、障がいのある子ども一
　人一人の教育的ニーズを的確に把握する必
　要がある。
・すべての教員が障がいのある子どもに対し
　て、適切な学びの場につなげる力や、学び
　の場に応じた効果的な指導支援を行う力等
　を、すべての教員が学んでおく必要性がよ
　り高まってきている。

・引き続き、インクルーシブ教育推進にかか
　る各種事業の効果的な実施により学校園へ
　の支援体制の強化を図る。
・障がいのある子どもの就学・進学の在り
　方、通常学級での支援等についての理解を
　進めるための工夫や、より具体的な実践に
　つながる研修内容の充実を図っていく。
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【様式２－３】

152 百万円

203 百万円

273 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

31

②
外国につながる児童生徒が母語・母文化の保障につながる活動に参加してい
る割合(%) 【本市調査】 40 23.3 30 25

28

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

①
多文化共生教育の取組を通して、「文化のちがいを生かしてアイデアを出し
合い、豊かに身の回りの課題解決にあたることができましたか」に対して、
最も肯定的な「できた」と回答する児童生徒の割合(%) 【本市調査】

35 25

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
１

　
基
本
的
な
方
向
　
２

施策
２－５

　多文化共生教育の推進
3年度 決算額

　計画
◆外国につながる児童生徒への日本語指導、母
　語・母文化の保障及び学校の多文化共生教育
　を推進するために、次の取組を実施する。
・日本の文化や伝統についての体験的な学習の
　推進
・教育課程内外における多文化共生教育の推進
　（大学や関係諸機関と連携した取組）
・共生支援４拠点の人材拡充、機能強化、各区
　役所との連携
　　　　区役所との日本語指導連携会議　１回
・日本語指導の充実、母語・母文化の保障（日
　本語指導協力者や母語支援者、国際クラブ指
　導者等による支援）
　　日本語指導員によるプレクラスの実施
　　　　　　　　　　　　　　　　 のべ550回
　  日本語指導協力者による支援　 のべ180回
　  ＪＳＬカリキュラム日本語指導員による支
　　援　のべ170回
　  通訳者による支援　のべ2500回
　  教科における母語支援員による支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　のべ10回
　　プレスクールやプレクラス等において、
　　ＩＣＴを活用した日本語指導支援の実施
・日本語指導、母語支援等を行う人材の確保

・日本の文化や伝統についての体験的な学習の推
　進のため、体験的な場の提供
・共生支援拠点の運営　４拠点
　　共生支援４拠点の人材拡充及び機能強化
・各区役所との連携
　　区役所との日本語指導連携会議　２回
・日本語指導の保障、ＩＣＴを活用した日本語指
　導支援
　  日本語指導員によるプレクラスの実施 のべ
　　550回
　  日本語指導協力者による支援 のべ180回
　  ＪＳＬカリキュラム日本語指導員による支
　　援 のべ170回
　  通訳者による支援 のべ2500回
　  教科における母語支援員による支援 のべ10回
　  日本語指導教育センター校の運営
　　小学校７校 中学校８校
　※ＪＳＬカリキュラム…日本語の力が十分でな
　　いため、日常の学習活動に支障が生じている
　　子どもたちに対して、学習活動に参加するた
　　めの力の育成を図るためのカリキュラム
・日本語指導、母語支援等を行う人材の確保470名
・教育課程内外における多文化共生教育の推進
　  未来共生教育統括コーディネーターの配置
　　２名
・多文化共生教育相談ルームでの相談窓口業務
　　週２回
・母語・母文化の保障
　　キャリア支援コーディネーターの配置　２名
　  多様な国際クラブへの指導者等による支援
　　360回
　  親子日本語(母語)教室の実施
　　３か所で月１回　20回

　自己評価
・日本の文化や伝統についての体験的な学習の
　推進
・教育課程内外における多文化共生教育の推進
　（大学や関係諸機関と連携した取組）
・共生支援４拠点の人材拡充、機能強化、各区
　役所との連携
   プレスクールの実施　５回
   区役所との日本語指導連携会議　１回
・母語・母文化の保障を進めるコーディネー
　ターと多文化共生教育を推進するためのコー
　ディネーターを全共生支援拠点に各１名配置
　した。

・日本語指導の充実、母語・母文化の保障
  （日本語指導協力者や母語支援者、国際クラブ
    指導者等による支援）
　　日本語指導員によるプレクラスの実施
　  のべ720回
　  日本語指導協力者による支援　 のべ4500回
　  ＪＳＬカリキュラム日本語指導員による支援
　　のべ8400回
　  通訳者による支援　のべ4000回
　  教科における母語支援員による支援 のべ10回
　　プレスクールやプレクラス等において、ＩＣＴ
    を活用した日本語指導支援の実施
・日本語指導、母語支援等を行う人材の確保

・外国から編入する児童生徒が増加する中、小
　中学校において、日本語指導を担当する人材
　の確保が急務となっている。
・母語・母文化の保障に関して、母語の維持や
　自らのアイデンティティにかかわる母文化に
　ついて学ぶことができる環境のさらなる整備
　が必要となっている。
・多文化共生教育の実践の普及が必要となって
　いる。

・日本語指導の資格や登録日本語教員の国家資格
　を有するものの、教員免許を持たない人材を学
　校教育で有効に活用できる環境整備が必要であ
　る。
・帰国・来日等の子どもや外国につながる子ども
　が学校生活を円滑に送れるよう、日本語指導を
　はじめ、母語・母文化などを学べる機会の
　提供のための取組を、区役所等とも連携しなが
　ら進めていく。
・教育センター等の教育機関、大阪市外国人教育
　研究協議会や各校種教育研究会等の関係機関と
　の連携のもとに、在日外国人教育、多文化共生
　教育の実践の普及を進めることに努める。
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【様式２－１】

未来を切り拓く学力・体力の向上

重点的に取り組む経営課題

最重要目標２
（経営課題２）

　計画

令和12年度(2030年度)以降の社会を見据えて
　子どもたちの最善の利益のために、学力や体力の向上に効果を上げ、もって市民のみなさまの期待
に応えることは、本市の教育行政及び学校運営にとって最優先課題の一つである。学力の向上に関し
ては、全国学力・学習状況調査において、経年的に全国平均との差が縮小しており、特に学力に課題
のある学校への支援策の対象校では、学力に改善が見られるなど、めざす目標の達成に向けて進んで
いるが、依然として厳しい状況にあり、取組の一層の強化が必要である。
　義務教育以降の学力の向上及び人格の形成に繋げるため、幼児期における取組を強化し、心豊かに
力強く生き抜き未来を切り拓くための力をつける基礎を培う。そして、幼児期の学びを繋ぐ小学校か
ら義務教育の修了までに社会で生き抜くために必要となる基礎的な知識や力を習得できるよう徹底す
る。
　幼児教育から義務教育までの各段階に応じた切れ目のない、系統的総合的な学校園教育の取組によ
り、基礎学力、論理的思考能力を習得し、様々な情報をもとに自分の頭で考え、自己の判断と責任の
下に、グローバル化が進展した世界において、多様な人々と協働しながら持続可能な社会を創造し、
その担い手となる人間を育む。
　経済・社会全体において急速に進むデジタル化とビッグデータの活用によって人工知能（ＡＩ）が
重要性を増す中、全ての子どもたちに、ＡＩに置き換えられない人間ならではの知性を磨く教育を保
障することが必要である。こうしたＡＩ時代の教育にとって最重要の学力とも言える読解力及び数理
能力並びにこれらをベースにした思考力・判断力・表現力等を身に付ける言語活動・理数教育の取組
を強化する。また、国境を超えて情報・知識が伝播し、多様な文化的背景を持った人々とのコミュニ
ケーションが求められるグローバル社会において、子どもたちの可能性を広げる英語力を身に付ける
教育の充実を図る。さらに、健康で活力のある生活を送るための基礎となる体力の向上を図り、健康
的な生活習慣を心掛けることができるなど、自身の健康を管理する能力の育成をめざす。

現状（令和５年度末時点）

◆就学前教育カリキュラムアンケート　　　　　　◆公私幼保合同研修会におけるアンケート
　・「就学前教育カリキュラムを活用して実践す　　・「今後の教育・保育に活用できる」に対し
　　る意識が高まってきた」に対して、最も肯定　　　て、最も肯定的な回答を選択する参加者の割
　　的な回答を選択する市立幼稚園・保育所の教　　　合
　　職員の割合

◆全国学力・学習状況調査結果
　・平均正答率の対全国比（全国値を1.00とする）

◆大阪市英語力調査の結果
　・CEFR A1レベル（英検３級）相当以上の英語力を有する中学３年生の割合（４技能）

◆全国体力・運動能力、運動習慣等調査
　・体力合計点の対全国比（全国値を1.00とする）
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【様式２－１】

基本的な方向の自己評価を踏まえた最重要目標としての評価結果の総括
　「就学前教育カリキュラムを活用して実践する意識が高まってきましたか」に対して肯定的回答
は、96.9％と昨年度より高い数値であるが「概ね高まっている」と回答する教職員が多いことから、
さらに自信をもって実践に取り組めるよう、就学前教育カリキュラムを活用した取組の発信と、就学
前施設の研修会等をグループワークも含めて実施していく等の研修内容の工夫に努める必要がある。
　また、今年度の全国学力・学習状況調査では、小学校の国語は全国平均に到達し、算数においても
全国平均に近づいた。中学校においては昨年度と同等の結果となり、全国平均には及ばなかったた
め、次年度へ向けて、学習状況等を客観的・経年的に分析し、データ等の根拠に基づいたきめ細かで
継続した指導・支援を行うとともに教員の指導力向上に向け研修内容の充実を図る。加えて、理科に
興味関心を持てるような理科教材の開発や全国学力・学習状況調査の結果分析から課題をふまえた教
科の授業力の改善も必要である。さらに、「大阪市英語力調査」については、本市の結果は全国平均
を上回っているが、より高い目標達成に向けて、英語力における低位層への支援などの課題に対し、
英語に関する授業力の向上を目指した教員研修等を実施していく。
　体力合計点の対全国比からは、小学校における結果が昨年度と同程度となり、全国平均に達っさな
かった。中学校においては、昨年度と比較すると男子は横ばいであったが女子は目標に達し、目標を
達成している。今後の課題として、学校教育活動以外における運動習慣の定着を推進していくことが
あげられる。

◆就学前教育カリキュラムアンケート　　　　　　◆公私幼保合同研修会におけるアンケート
　・「就学前教育カリキュラムを活用して実践す　　・「今後の教育・保育に活用できる」に対し
　　る意識が高まってきた」に対して、最も肯定　　　て、最も肯定的な回答を選択する参加者の割
　　的な回答を選択する市立幼稚園・保育所の教　　　合
　　職員の割合

◆全国学力・学習状況調査結果
　・平均正答率の対全国比（全国値を1.00とする）

◆大阪市英語力調査の結果
　・CEFR A1レベル（英検３級）相当以上の英語力を有する中学３年生の割合（４技能）

◆全国体力・運動能力、運動習慣等調査
　・体力合計点の対全国比（全国値を1.00とする）

　自己評価
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【様式２－２】

R7
目標

R4
実績

R5
目標

R5
実績

R5進捗
(達成)状況

　最重要目標の「未来を切り拓く学力・体力の向上」の土台には、乳幼児期の発達の特性を踏まえた教
育・保育の実践が不可欠である。乳幼児期の子どもが、身近な環境に主体的に関わりながら、遊びや生活
を通して生涯にわたる人格形成の基礎や小学校以降の教育の基礎を培えるよう取り組んでいく。
　近年の科学的知見によれば、幼児期の環境を豊かにすることが認知能力と非認知能力の両方に影響を与
え、学業や働きぶり、社会的行動に肯定的な結果をもたらすことが分かっている。また幼児期は、運動機
能が急速に発達し、多様な動きを身に付けやすい時期であるとも言われている。
　幼稚園教育要領や保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領では、「生きる力の基礎」
を育むため、「知識及び技能の基礎」「思考力、判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性
等」の資質・能力を一体的に育むことが求められている。また、乳幼児期に育まれた資質・能力を踏まえ
て小学校教育が円滑に行われるように「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を共有するなど、連携・
接続の取組の推進が求められ、就学前教育の充実と小学校教育への円滑な接続が重要とされている。
　そこで、本市では、平成29年(2017年)４月に大阪市保育・幼児教育センターを設置し、公立や私立、幼
稚園や保育所、認定こども園等の施設種別を越えて、「就学前教育カリキュラム」の普及・浸透、就学前
施設教職員の資質・専門性の向上に向けた研修、幼児教育・保育に関する調査・研究、情報提供を行い、
幼児教育・保育の質の保障・向上に取り組んできた。
　また、平成31年(2019年)３月に「就学前教育カリキュラム」を改訂し、知・徳・体の視点で実践を捉え
て深め、子どもたちの主体的・創造的な活動を生み出す教育的意図を持った働きかけを大切にする基本的
な考え方を踏襲し、新たに「０．１．２歳児の教育・保育」「安全教育や防災・減災教育」「小学校教育
への接続」等を充実させた。
　これまでの取組の成果を生かし、こども青少年局大阪市保育・幼児教育センターを中心に、引き続き
「就学前教育カリキュラム」等に基づいた教育の推進を通して、幼児教育の推進と質の向上を図るととも
に、小学校以降の教育において未来を切り拓く学力や体力を身に付ける基礎を培えるよう取り組んでい
く。
　また、体験型幼児教育施設（キッズプラザ大阪など）を活用して、家庭・保育所・幼稚園等では得難
い、楽しい遊びや体験を通して創造性を培い、可能性や個性を伸長する学びの機会を提供するとともに、
図書館を活用した就学前施設への配本や絵本の読み聞かせなどを行う図書ボランティアの派遣を通して読
書環境の充実を図る。

　○ 就学前教育カリキュラム等に基づいた教育の推進

　
最
重
要
目
標
　
２

基本的な方向３ 【幼児教育の推進と質の向上】

　計画

めざす状態〈令和７年度(2025年度)末を念頭に設定〉

主な施策

　自己評価

50 Ｂ

Ｂ

目標（アウトカム指標）の進捗(達成)状況
（※ 達成状況　A：達成　B：未達成）

①

「就学前教育カリキュラムを活用して実践する意識
が高まってきましたか」に対して、最も肯定的な
「高まってきた」と回答する市立幼稚園・保育所の
教職員の割合(%)
 　【本市調査(就学前教育ｶﾘｷｭﾗﾑに関するｱﾝｹｰﾄ)】

53 48.2 52

79.4

課題 改善策（今後の対応方向）
・「就学前教育カリキュラムを活用して実践する
　意識が高まってきましたか」に対して肯定的回
　答（「高まってきた」「概ね高まってきた」の
　計）は、96.9％と昨年度より高い数値である。
　その中で「概ね高まっている」と回答する教職
　員が多いことから、さらに自信をもって実践に
　取り組めるよう、就学前教育カリキュラムを活
　用した取組の発信と、研修内容の工夫に努める。
・就学前施設の実態やニーズに応じた研修を実施
　する必要がある。

・就学前教育カリキュラム推進園所（パイロット
　園所）実践研究事業、就学前教育カリキュラム
　研修会を継続し、研究報告会、研修会への参
　加、出前研修の活用等を促進する。就学前施設
　の実態や教職員のキャリアに応じた研修内容を
　工夫し、幼児教育・保育の質の向上に繋げる。
・国の最新の情報や動向、研修会アンケートにお
　ける参加者の意見から捉えた就学前施設の実態
　やニーズに応じた研修の実施方法や内容を工夫
　して、引き続き実施する。

②

「今後の教育・保育に活用できますか」に対して、
最も肯定的な「活用できる」と回答する参加者の割
合(%)【本市調査(公私幼保合同研修会[就学前教育ｶﾘ
ｷｭﾗﾑ研修会、保幼こ小連携・接続研修会を含む]にお
けるｱﾝｹｰﾄ)】

80 81.2 82.2
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【様式２－３】
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R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

・「就学前教育カリキュラムを活用して実践する
　意識が高まってきましたか」に対して肯定的回
　答（「高まってきた」「概ね高まってきた」の
　計）は、96.9％と昨年度より高い数値である。
　その中で「概ね高まっている」と回答する教職
　員が多いことから、さらに自信をもって実践に
　取り組めるよう、就学前教育カリキュラムを活
　用した取組の発信と、研修内容の工夫に努め
　る。
・就学前施設の実態やニーズに応じた研修を実施
　する必要がある。

・就学前教育カリキュラム推進園所（パイロッ
　ト園所）実践研究事業、就学前教育カリキュ
　ラム研修会を継続し、研究報告会、研修会へ
　の参加を促進する。また、出前研修等でカリ
　キュラムの活用方法や取組等を発信する。就
　学前施設の実態や教職員のキャリアに応じた
　研修内容を工夫し、幼児教育・保育の質の向
　上に繋げる。
・国の最新の情報や動向、研修会アンケートに
　おける参加者の意見から捉えた就学前施設の
　実態やニーズに応じた研修の実施方法や内容
　を工夫して、引き続き実施する。

50

②

「今後の教育・保育に活用できますか」に対して、最も肯定的な「活
用できる」と回答する参加者の割合(%)
　　【本市調査(公私幼保合同研修会[就学前教育ｶﾘｷｭﾗﾑ研修会、保
　　　幼こ小連携・接続研修会を含む]におけるｱﾝｹｰﾄ)】（再掲）

80 82.2 79.4

①

「就学前教育カリキュラムを活用して実践する意識が高まってきまし
たか」に対して、最も肯定的な「高まってきた」と回答する市立幼稚
園・保育所の教職員の割合(%)
　　 【本市調査(就学前教育ｶﾘｷｭﾗﾑに関するｱﾝｹｰﾄ)】（再掲）

53 48.2 52

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
２

　
基
本
的
な
方
向
　
３

施策
３－１

 就学前教育カリキュラム等に基づいた教育の推進
3年度 決算額

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

81.2

　計画
◆幼児教育の推進と質の向上に向けて、引き続
　き、大阪市保育・幼児教育センターと連携し、
　就学前教育カリキュラム等に基づいた教育を推
　進するために、市立幼稚園に対する指導助言、
　並びに研修会等の実施に係る企画運営等を行
　う。
・就学前教育カリキュラムの活用推進
　　園長対象の説明会の開催　1回
　　市立幼稚園における「パイロット園の指定」
　　及び「就学前教育カリキュラム」（平成31年
　　３月改訂）を活用した自園の取組への指導助
　　言及び実践
　　研究報告会の企画運営
　　「パイロット園所」における実践研究報告会
　　の実施　（市立幼稚園２園を含む全８園所）
・連携・接続の取組推進
　　小学校と幼稚園や保育所等、就学前施設交流
　　会の開催 １回
・公私幼保合同研修等の充実
　　就学前教育カリキュラム研修会の実施　４回
　　就学前教育カリキュラム講演会の実施　３回
・体験型幼児教育施設の活用方法の検討
　　キッズプラザ大阪において、大阪教育大学と
　　連携により幼児期の教育・保育と小学校教育
　　の接続を意識して作成する冊子を、「園外保
　　育のヒント集」とともに引き続き周知を行
　　う。
・図書館を活用した就学前施設への配本や図書
　　ボランティア派遣を通した読書環境の充実

・就学前教育カリキュラムの活用推進
　　園長対象の説明会の開催資料の配付　１回
　　市立幼稚園における「パイロット園の指
　　定」及び「就学前教育カリキュラム」（平
　　成31年３月改訂）を活用した自園の取組へ
　　の指導助言及び取組発表実践研究報告会の
　　企画運営
　　「パイロット園所」における実践研究報告
　　会の実施(市立幼稚園２園を含む全８園所)
・連携・接続の取組推進
　　小学校と幼稚園や保育所等、就学前教育保
　　育施設交流会の開催１回
・公私幼保合同研修等の充実
　　就学前教育カリキュラム研修会の実施６回
　　就学前教育カリキュラム講演会の実施３回
　
　　就学前教育カリキュラム出前研修会の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６回
・体験型幼児教育施設の活用方法の検討
　　キッズプラザ大阪において、就学前教育カ
　　リキュラムに基づく活用ができるよう「園
　　外保育のヒント集」を大阪教育大学と連携
　　して作成し、幼稚園、保育所及び小学校
　　（低学年）にも周知。
・図書館を活用した就学前施設への配本や図書
　ボランティア派遣を通した読書環境の充実
　　配本回数　439回
　　ボランティア派遣回数　1,427回

　自己評価
・就学前教育カリキュラムの活用推進
　　園長対象の説明資料の配付　１回
　　市立幼稚園における「パイロット園の指
　　定」及び「就学前教育カリキュラム」（平
　　成31年３月改訂）を活用した自園の取組へ
　　の指導助言
　　実践研究報告会の企画運営
　　「パイロット園所」における実践研究報告
    会の実施（市立幼稚園２園を含む８園所）
・連携・接続の取組推進
　　小学校と幼稚園や保育所等、就学前施設の
　　研修会（グループワークを含む）の開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　　４回
・公私幼保合同研修等の充実
　就学前教育カリキュラム研修会の実施　４回
　就学前教育カリキュラム講演会の実施　３回
　就学前教育カリキュラム出前研修会の実施
                                      16回

・体験型幼児教育施設の活用方法の検討
　　キッズプラザ大阪において、大阪教育大学との
    連携により幼児期の教育・保育と小学校教育の
    接続を意識して作成した「遠足のヒント集」
    を、「園外保育のヒント集」とともに全大阪市
    立幼稚園・小学校及び大阪府国公立幼稚園・こ
    ども園へ周知
・図書館を活用した就学前施設への配本や図書ボラ
  ンティア派遣を通した読書環境の充実
　　配本回数　439回
　　ボランティア派遣回数　1,527回
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【様式２－２】

R7
目標

R4
実績

R5
目標

R5
実績

R5進捗
(達成)状況

小 国語 1.00 0.98 0.99 1.00 Ａ

小 算数 1.00 0.98 0.99 0.99 Ａ

中 国語 1.00 0.96 0.97 0.96 Ｂ

中 数学 1.00 0.97 0.98 0.96 Ｂ

　「全国学力・学習状況調査」の結果における平成29年(2017年)から令和４年度(2022年度)までの経年比
較を見ると、大阪市の平均正答率は、全国平均との比較において全体的な改善傾向にあるものの、依然と
して全国水準には達していない状況である。
　こうした状況を踏まえ、ＧＩＧＡスクール構想等により整備されたＩＣＴ環境も最大限に活用しつつ、
子どもたちが生き抜くための基本となる学力を全ての児童生徒に身に付けさせていくことが求められてい
る。
　このため、児童生徒の発達段階を考慮しながら、読解力・言語能力、数理能力、論理的思考力、情報活
用能力、課題発見・解決能力等、学習の基盤となる資質・能力や現代的諸課題に対応して求められる資
質・能力等を育成していく。
　具体的には、国語科を要として、日々の教育活動全般において、多読・速読など、言語活動の充実を
図っていく。また、子どもの世界を広げ、思考を深めるため、文理融合的な内容を含む「総合的読解力育
成カリキュラム」を開発し、全ての小学校（３年生以上）・中学校で毎週１時限以上授業として総合的読
解力育成の時間（「小中学生からのリベラルアーツ教育」）を実施するなど、言語活動・理数教育を通し
て思考力・判断力・表現力等の育成に取り組む。さらに、各学校の実態に応じた「主体的・対話的で深い
学び」の授業の実現を支援していく。
　また、「全国学力・学習状況調査」、「大阪市小学校学力経年調査」、「中学生チャレンジテスト」
等、客観的・経年的に行われる調査結果のデータを活用することにより、各学校や一人一人の児童生徒の
状況を把握し、誰一人取り残さない学力の向上に向け、個に応じたきめ細かで継続した指導・支援を充実
させていく。
　英語教育に関しては、大阪市では平成25年度(2013年度)から、「小学校低学年からの英語教育」を段階
的に実施する等、児童生徒の英語力向上をめざす取組を進めてきた。令和３年度(2021年度)の「聞くこ
と」「読むこと」「話すこと」「書くこと」の英語４技能ではＣＥＦＲ　Ａ１レベル（英検３級）相当以
上の英語力を有する中学３年生の割合が、全国平均を５ポイント上回っている。小学校での英語教科化を
始めとした学習指導要領の全面実施を踏まえ、これまで取り組んできた小中学校９年間を見通した英語教
育の取組をさらに推進するとともに、英語４技能の総合的な育成に取り組んでいく。

　◎ 言語活動・理数教育の充実（思考力・判断力・表現力等の育成）
　◎ 「主体的・対話的で深い学び」の推進（各学校の実態に応じた個別支援の充実）
　◎ 英語教育の強化　　　　　　　　○ 全市共通テスト等の実施と分析・活用

目標（アウトカム指標）の進捗(達成)状況
（※ 達成状況　A：達成　B：未達成）

　
最
重
要
目
標
　
２

基本的な方向４ 【誰一人取り残さない学力の向上】

　計画

めざす状態〈令和７年度(2025年度)末を念頭に設定〉

主な施策

　自己評価

・子ども達が理科に興味関心を持つことができ
　る理科教育の取組を推進をする必要がある。
・全国学力・学習状況調査では、調査の結果分
　析から課題をふまえた教科の授業力の改善が
　必要である。
・「大阪市英語力調査」結果によると、英語で
　書く技能において、無回答または意味が通じ
　ない回答の割合が20％あり、低位層の生徒に
　対する支援が必要。
・各校において各種学力調査の複合的な分析を
　行い、検証改善サイクルを確立することが必
　要である。

・理科教育推進校を50校に拡充する。
・学力状況等を客観的・経年的に分析し、データ等
　の根拠に基づいたきめ細かで継続した指導・支援
　を行うとともに教員の指導力向上にむけ研修内容
　の充実を図る。
・教員に対し、研修や巡回訪問指導等を通じて、有
　効な指導法の理解と習得を図り、低位層の生徒に
　対する支援を行う。
・各種学力調査について客観的エビデンスに基づく
　継続した指導を行ったり、「学力状況把握シート」
　等を活用し、「支援チーム」による学校サポート
　訪問を通して各校の検証改善サイクルの支援を行
　う。

　上記の改善策を講じることで、「誰一人取り残さな
い学力の向上」の実現につなげていく。

54.3②
CEFR A1レベル(英検３級)相当以上の英語力を有
する中学３年生の割合〔４技能〕(%)
　　 【本市調査(大阪市英語力調査)】

課題 改善策（今後の対応方向）

①
平均正答率の対全国比
　　【全国学力・学習状況調査】

56 55.8 55.9 Ｂ
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【様式２－３】

－ 百万円

－ 百万円

－ 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

－

74.8

－

68.6

－

　
最
重
要
目
標
　
２

　
基
本
的
な
方
向
　
４

施策
４－１

　言語活動・理数教育の充実
　（思考力・判断力・表現力等の育成）

3年度 決算額

　計画
◆学校園が言語活動・理数教育を充実して、思
　考力・判断力・表現力等を育成できるよう、
　次の取組を実施する。
・各教科等の学習を支える言語能力を計画的系
　統的に育成する「総合的読解力育成カリキュ
　ラム」の開発
・「総合的読解力育成カリキュラム」教材のモ
　デル校における試行実施
・「プログラミング的思考」の育成に向けた、

　waku×2.com-beeを通じた各小学校の実践事例
　の発信　３件
・継続したプログラミング教育研修の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６回
・学校園における知的ゲーム（囲碁・将棋等）
　の推進
・「理科特別授業（外部講師による実験観察を
　取り入れた「生きた理科実験授業」）」を実
　施
・「理科補助員」を配置　50校
・理科教育推進校を設置し学力向上通信にてモ
　デル事例を発信　４回
・大阪市教育フォーラムにて理科教育推進校の
　モデル事例を発信

・各教科等の学習を支える言語能力を計画的系
　統的に育成する「総合的読解力育成カリキュ
　ラム」の開発に向けた作業部会の立ち上げや
　カリキュラムの検討 ７回
・「プログラミング的思考」の育成に向けた、

　waku×2.com-beeを通じた各小学校の実践事例
　の発信　３件
・継続したプログラミング教育研修の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７回
・学校園における知的ゲーム（囲碁・将棋等）
　の推進のために、学校園での取組について調
　査し、現状を把握
・「理科特別授業（外部講師による実験観察を
　取り入れた「生きた理科実験授業」）」を実
　施　76校
・「理科補助員」を配置　50校
・理科教育推進校の設置によるモデル事例の創
　出等について検討

　自己評価
・各教科等の学習を支える言語能力を計画的系
　統的に育成する「総合的読解力育成カリキュ
　ラム」の開発（28教材素案完成・配付）
・「総合的読解力育成カリキュラム」教材のモ
　デル校における試行実施（教材開発モデル校
　での試行実施は終了、新たに「推進モデル
　校」６校における試行実施）
・「プログラミング的思考」の育成に向け

　た、waku×2.com-beeを通じた各小学校の実
　践事例の発信　16件
・継続したプログラミング教育研修の実施　8回

・学校園における知的ゲーム（囲碁・将棋等）の推
　進に向け、各校での取組を調査・把握したり、大
　阪市将棋大会を開催し、市内全小中学校及び中学
　校将棋クラブに広報チラシ・ポスターによる参加
　を呼びかけ、将棋に親しむ機会を設けたりした。
・「理科特別授業（外部講師による実験観察を取り
　入れた「生きた理科実験授業」）」を実施 76校
・「理科補助員」を配置　50校
・理科教育推進校を設置し学力向上通信にてモデル
　事例を発信　２回
・大阪市教育フォーラムにて理科教育推進校(4校)
　のモデル事例を発信

・理科特別授業（外部講師による実験観察を取
　り入れた「生きた理科実験授業」）の内容を
　精選する必要がある。
・開発した教材内容をより広く周知するための
　工夫と教材を活用した効果の検証が必要であ
　る。
・子ども達が理科に興味関心を持つことができ
　る理科教育の取組を推進をする必要がある。

・理科特別授業（外部講師による実験観察を取り
　入れた「生きた理科実験授業」）を企業等へ広
　く募集し、内容を精選して実施する。
・開発した教材内容を周知するための研修等を実
　施するとともに、「総合的読解力育成カリキュ
　ラム」推進に関わるモデル校において、教材の
　活用推進とその効果を検証する。
・理科教育推進校を50校に拡充する。

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

68.7

「総合的読解力育成カリキュラム」に基づく読解力の育成に毎
週１時限以上授業として取り組む学校の割合(%) 【本市調査】

②

①

4年度 予算額

5年度 予算額

80

100

「理科の勉強は好きですか」に対して肯定的に回答する小学６
年生の割合(%)　【本市調査(小学校学力経年調査)】
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【様式２－３】

4 百万円

498 百万円

565 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

小学校 35 33.1 33.7 34.7

中学校 35 25.8 30 28.6

小 国語 21 23.2 22 25.1

小 算数 22 25.8 23 21.2

中 国語 19 25.6 21 23.6

中 数学 19 21.8 21 20.2

②

全国学力・学習状況調査における学力に課題の見ら
れる児童生徒の割合(%)
　　　　  　　　【全国学力・学習状況調査】
※全国（公立）の児童生徒全員の正答分布の状況から高い順に、概
　ね25％区切りで、区分Ⅰ、区分Ⅱ、区分Ⅲ、区分Ⅳの４つに分け
　たとき、区分Ⅳの割合を「学力に課題の見られる児童生徒の割
　合」とした。

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

　
最
重
要
目
標
　
２

　
基
本
的
な
方
向
　
４

施策
４－２

　「主体的・対話的で深い学び」の推進
　（各学校の実態に応じた個別支援の充実）

・学校運営に必要な支援策をコーディネートす
　るとともに授業改善に向けた「支援チーム」
　による学校訪問を通した指導助言。
　全小中学校　1校あたり月平均３回程度訪問

・学習習慣や基礎学力の定着等に向けた重点的な支
　援　90校

・全小中学校を対象として、「支援チーム」
　が、担当校の実態やニーズに応じて支援を
　行った。結果、学力に課題のある児童生徒
　（区分Ⅳ）の割合について、小学校、中学校
　ともに全国との差は縮まりつつあるが依然と
　して全国水準には達しておらず、さらなる教
　育指導の充実が必要である。
・各校が全国学力・学習状況調査の結果分析か
　ら課題をふまえた授業改善が図れるよう、
　「支援チーム」が「主体的・対話的で深い学
　び」の実現に向け、授業づくりから指導助
　言までの指導を進め、教員の授業力向上に向
　けた指導を充実させる必要がある。
・重点支援校90校は、放課後学習での支援にお
　いて各小中学校の実情に合わせて進んでいる
　ものの、児童生徒の学習における多様な課題
　への対応が求められ、学力に課題のある児童
　生徒に対するきめ細やかな支援が十分できな
　かった。

・「誰一人取り残さない学力の向上」の実現に
　向け、児童生徒一人一人の学力状況等を客観
　的・経年的に分析し、データ等の根拠に基づ
　いたきめ細かで継続した指導・支援を通じ
　て、児童生徒の学力向上につなげていく。
・各校の課題やニーズに応じた内容で教員の指
　導力向上に向けた授業づくりから指導助言ま
　での指導を行うことができるよう、支援チー
　ムの研修内容の充実を図る。
・学力に課題のある児童生徒の学力が向上した
　取組好事例を紹介する等、年度当初により具
　体的できめ細かな内容の説明を行う。また、
　効果的な放課後学習を実施している事例を紹
　介するなどして、各小中学校へ指導助言して
　いく。

①

「学級の友達(生徒)との間で話し合う活動を通じ
て、自分の考えを深めたり、広げたりすることがで
きていますか」に対して、最も肯定的な「思う」と
回答する児童生徒の割合(%)
　　　　　　　　【全国学力・学習状況調査】

3年度 決算額

　計画
◆全ての児童生徒に学ぶ楽しみや分かる喜びを
　感じることができる「主体的・対話的で深い
　学び」の実現に向けた授業改善を図る。ま
　た、各校の実態や課題を把握し、教員の指導
　力向上をねらいとした指導助言を重ねるとと
　もに、基礎学力の定着や活用力の育成に向
　け、学校組織として教育活動が充実するよう
　次の取組を実施する
・学校運営に必要な支援策をコーディネートす
　るとともに授業改善に向けた「支援チーム」
　による学校訪問を通した指導助言
　　　　　　　　　　　　　　　　全小中学校
・学習習慣や基礎学力の定着等に向けた重点的
　な支援　90校

・学校運営に必要な支援策をコーディネートす
　るとともに授業改善に向けた「支援チーム」
　による学校訪問を通した指導助言　全小中学
　校に対し、１校当たり月平均３回程度訪問
・学習習慣や基礎学力の定着等に向けた重点的
　な支援　90校

　自己評価

4年度 予算額

5年度 予算額
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【様式２－３】

771 百万円

648 百万円

717 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

54.3

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

①
ＣＥＦＲ Ａ１レベル〔英検３級〕相当以上の英語力を有する
中学３年生の割合〔４技能〕(%)
　　　　　　　　　【本市調査(大阪市英語力調査)】（再掲）

56 55.8 55.9

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
２

　
基
本
的
な
方
向
　
４

施策
４－３

　英語教育の強化
3年度 決算額

　計画
◆小中学校９年間を見通した英語教育の取組を
　推進し、「聞くこと」「読むこと」「話すこ
　と」「書くこと」の英語４技能を総合的に養
　うことにより、児童生徒の豊かな語学力・コ
　ミュニケーション能力等を育成するため、次
　の取組を実施する。
・小学校低学年からの英語教育の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　全小学校
・英語体験イベントの実施　小中学生対象
・ネイティブ・スピーカーの配置　全小中学校
・教員の指導力・英語力向上に向けた研修会の
　実施
・「大阪市英語力調査」の実施
　　　　　　　　　　中学３年生対象 年１回

・「小学校低学年からの英語教育」（短時間学
　習）を全小学校全学年で実施
　短事案学習推進のために、研修を実施
　希望校を対象に訪問研修　57回
・ネイティブ・スピーカーの配置　全小中学校
　小学校高学年32.3時間、中学年16.2時間、中学
　校12.6時間(１学級あたりの年間平均授業数)
・「大阪市英語力調査」を10月に全中学３年生を
　対象に実施
・英語体験イベント「イングリッシュデイ」の実
　施　小中学生対象に８月、102小学校933名の児
　童、32中学校265名の生徒が参加
・教員の指導力・英語力向上に向けた研修の実施
　英語力調査に係る事前・事後研修　計６回
　英語力向上研修　８回
　専科教員研修　６回
　英語授業力向上推進チームによる訪問研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　274回

　自己評価
・全小学校で、「低学年からの英語教育」
（短時間学習）の推進のために、研修を実施
　希望校を対象に訪問研修74回
・英語体験イベント「イングリッシュ・デイ」
　を実施。108小学校465名の児童、39中学校
　177名の生徒が参加。8月に4回
・全小中学校にネイティブ・スピーカーを配置
　小学校高学年30.8時間、中学年15.0時間、
　中学校12.5時間（１学級あたりの年間平均授
　業数)

・教員の指導力・英語力向上に向けた研修の実施
　英語力調査に係る事前研修（5月に1回）事後研修
　（2月に4回）
　英語力向上研修（小中学校教員対象）8月に2コー
　スを4日間実施
　専科加配教員研修　4月、11月、2月に計3回実施
　英語授業力向上推進チームによる小学校巡回訪問
　指導　6月～2月に計244回　訪問研修、授業参観
　指導等
・「大阪市英語力調査」を10月に全中学３年生を対
　象に実施

・「大阪市英語力調査」結果によると、英語で
　書く技能において、無回答または意味が通じ
　ない回答の割合が20％あり、低位層の生徒に
　対する支援が必要

・教員に対し、研修や巡回訪問指導等を通じ
　て、子どもたちの発達段階に応じた、英語
　で「書くこと」の有効な指導法の理解と習
　得を図る。
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【様式２－３】

286 百万円

284 百万円

284 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

30 26.2

中学校 50 24.8 30 25.6

20.1

①

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

「全国学力・学習状況調査の結果を地方公共団体に
おける独自の学力調査の結果と合わせて分析し、具
体的な教育活動の改善や指導計画等への反映を行っ
ていますか」に対して、最も肯定的な「よく行って
いる」と回答する小中学校の割合(%)
【全国学力・学習状況調査】

小学校 50

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
２

　
基
本
的
な
方
向
　
４

施策
４－４

　全市共通テスト等の実施と分析・活用
3年度 決算額

　計画
◆全市共通テスト等を通して学校が、児童生徒
　一人一人の学力状況を客観的・経年的に分析
　して、個に応じた指導に活用できるよう、次
　の取組を実施する。
・「全国学力・学習状況調査」の活用及び分析
　　　　　　小学校６年生・中学校３年生対象
・「大阪市小学校学力経年調査」の実施及び結
　果の経年的分析　全小学校３～６年生対象
・「小学生すくすくウォッチ」の実施及び結果
　の経年的分析　全小学校５・６年生対象
・「中学生チャレンジテスト」の実施及び結果
　の経年的分析　全中学校１～３年生対象
・「大阪市版チャレンジテストplus（社会・理
　科）」の実施及び結果の経年的分析
　　　　　　　　　　　　全中学校１年生対象

・「全国学力・学習状況調査」の活用及び分析
　　　　　　小学校６年生・中学校３年生対象
・「大阪市小学校学力経年調査」の実施及び結果
　の経年的分析　全小学校３～６年生対象
・「小学生すくすくウォッチ」の活用及び結果の
　経年的分析　全小学校５・６年生対象
・「中学生チャレンジテスト」の活用及び結果の
　経年的分析　全中学校１～３年生対象
・「大阪市版チャレンジテストplus（社会・理
　科）」の実施及び結果の経年的分析
　　　　　　　　　　　　全中学校１年生対象
・上記の共通テスト及び調査の経年的分析結果を
　学力向上支援チーム事業等で活用し、各校への
　支援に繋げた。

　自己評価
・「全国学力・学習状況調査」の活用及び分析
　(小学校６年生・中学校３年生対象)
・「大阪市小学校学力経年調査」の実施及び結
　果の経年的分析（全小学校３～６年生対象）
・「小学生すくすくウォッチ」の活用及び結果
　の経年的分析(全小学校５・６年生対象)
・「中学生チャレンジテスト」の活用及び結果
　の経年的分析（全中学校１～３年生対象）
　

・「大阪市版チャレンジテストplus(社会・理科)」の
　 実施及び結果の経年的分析(全中学校１年生対象)
・各種学力調査結果において、児童生徒一人一人、と
　りわけ学力に課題の見られる児童生徒を客観的・経
　年的に分析を行い、分析結果を大阪市ホームページ
　に公表した。
・個に応じた指導に活用できるよう「学力状況把握シ
　ート」や「検証用グラフ作成用シート」を作成して
　各校に配付した。

・「全国学力・学習状況調査」「小学生すくす
　くウォッチ」へ参加し、さらに「大阪市小学
　校学力経年調査」「大阪市版チャレンジテス
　トplus」を実施することで、各校において各
　種学力調査の複合的な分析を行い、検証改善
　サイクルを確立することが必要である。

・義務教育の早い段階から児童生徒一人一人の学
　習状況を把握し、客観的エビデンスに基づく継
　続した指導を行うため次年度も引き続き参加・
　実施していく。
・「学力状況把握シート」等を活用し、指導主事
　による学校サポート訪問を通して各校の検証改
　善サイクルの支援を行う。
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【様式２－２】

R7
目標

R4
実績

R5
目標

R5
実績

R5進捗
(達成)状況

小学校
男子

1.00 0.97 0.99 0.97 Ｂ

中学校
男子

1.01 0.99 1.00 0.99 Ｂ

　生涯にわたり健康で活力ある生活を送るために、子どもの頃から主体的に運動する習慣を身に
付け、基礎的な体力を養うとともに、望ましい食生活など健康的な生活習慣を心掛け、健康を管
理する能力を形成することが重要である。
　全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果における平成29年度(2017年度)から令和３年度
(2021年度)までの経年比較を見ると、本市の体力合計点は、中学校女子では全国平均を上回る年
度があるなど、全体を通して改善傾向にある。しかし、令和３年度(2021年度)は、小学校、中学
校ともに全国水準に達成していない状況である。下回っている種目が多い状況や、本市の子ども
が都市部に暮らし、社会環境や生活様式の変化によって身体を動かして遊ぶ機会が減少している
現状を踏まえ、児童生徒一人一人の状況を把握しながら学校園における体力向上に向けた取組を
進める。また、区役所や関係局等が協力し、運動やスポーツに親しむ機会の確保に努めていく。
　さらには、これまでの部活動の改革の取組を引き続き推進し、働き方改革の視点に留意しなが
ら、各校の実態に応じた部活動を実施していく。その際、国の方針として、令和５年度(2023年
度)以降、休日の部活動の段階的な地域移行が求められていることを踏まえ、本市における具体的
な取組を検討し、着実に推進していく。
　健康教育については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた新しい生活様式への対応を
推進していく。また、児童生徒の規則正しい生活習慣が身に付くよう、近年、社会的な問題と
なっているスマートフォン依存・ゲーム障害などへの対応を進めるとともに、健康に関する指導
や食育など、子どもの発達段階に応じた指導を実施していく。

　◎ 体力・運動能力向上のための取組の推進　　　○ 健康教育・食育の推進

目標（アウトカム指標）の進捗(達成)状況
（※ 達成状況　A：達成　B：未達成）

①
体力合計点の対全国比
【全国体力・運動能力、運動習慣等調査】

1.01 0.99 1.00 1.00

小学校
女子

1.00 0.97 0.99 0.97

　
最
重
要
目
標
　
２

基本的な方向５ 【健やかな体の育成】

　計画

めざす状態〈令和７年度(2025年度)末を念頭に設定〉

主な施策

　自己評価

Ｂ

課題 改善策（今後の対応方向）
・１週間の総運動時間が60分未満の児童生徒
　の割合が昨年度と比較し大幅に上昇してお
　り、全国との差も依然大きい結果となって
　いる。子どもの体力向上については学校教
　育活動以外における運動習慣の定着が必要
　である。
・栄養教育推進事業の充実については、コロ
　ナ禍前の実施状況にはなっていない。中学
　校主題設定については未設定の区が24区中
　８区あり栄養教育推進事業の充実には至ら
　なかった。

・「子どもの体力強化プラン」に基づき、学
　校、各種団体と協力し、運動やスポーツに
　親しむ機会を提供する等、子どもたちの運
　動機会を増やし、運動習慣の定着及び、運
　動意欲を高める取組を推進していく。
　また、積極的に体力向上の取組を実践して
　いる学校を紹介し、全校園で共有する。
・令和６年度栄養教育推進委員会事務局長会
　議において、栄養教育推進事業の充実に向
　けた取り組みを依頼する。更に中学校主題
　の設定に向け、状況に応じて指導助言を行
　う。

　上記の改善策を講じることで子どもの運動習
慣の改善や更なる栄養教育の推進につなげるこ
とで目標を達成していく。

Ａ
中学校
女子
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【様式２－３】

652 百万円

522 百万円

890 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

小学校 62.6 61.6 62 63.2

小学校 12.1 14.5 13.7 14.4

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

①

16.9 24.0

50.2

②
「１週間の総運動時間」が60分未満の児童生徒の割
合(%)
　【全国体力・運動能力、運動習慣等調査】 中学校 15.7 19.2

「運動(体を動かす遊びを含む)やスポーツをするこ
とは好きですか」に対して、最も肯定的な「好き」
と回答する児童生徒の割合(%)
　【全国体力・運動能力、運動習慣等調査】 中学校 53.6 51.4 53.5

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
２

　
基
本
的
な
方
向
　
５

施策
５－１

　体力・運動能力向上のための取組の推進
3年度 決算額

　計画
【子どもの体力向上】
◆子どもの運動意欲を高めるため、専門的知識
　を有する人材による教員に向けた研修会及び
　講習会を実施するとともに、区役所や関係局
　と協力し、運動やスポーツに親しむ機会の提
　供を図ることから、次の取組を実施する。
・体力向上に関する研修会（教員）
・体力向上に関する講習会（児童）
・実践事例等のポータルサイトへ掲載
・体力向上に関する活動の教員向け講習会（シ
　ナプソロジー研修）及び実践研究

【部活動の改革】
◆『大阪市部活動指針～プレイヤーズファース
　ト～』に基づいた部活動の充実を図るととも
　に、地域と学校が協働・融合する取組（ス
　ポーツクラブ等）を推進することから、次の
　取組を実施する。
・部活動指導員確保に向けた周知活動
・部活動指導に関する研修会
・休日の部活動における地域移行　等

【子どもの体力向上】
・体力向上に関する研修(教員)　２回
・体力向上に関する講習(児童)　２回×３校園
・体力向上に関する教員向け講習（シナプソロ
　ジー研修）　１回（全小学校の体力向上推進
　者が悉皆で参加）
・実践事例等のポータルサイトへの掲載

【部活動の改革】
・部活動指導に関する研修会（部活動指導員）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５回
・部活動指導員活用事業　414部活動に配置
・休日のスポーツクラブのモデル実施
　　　　　　　　　　　　都島区内中学校５校
・桜宮スポーツクラブ（仮称）NEWSの発行

　自己評価
【子どもの体力向上】
・体力向上に関する研修会の実施（教員）2回
・体力向上に関する講習会の実施（児童）
　　　　　　　　　　　　　　　1回×4校園
・実践事例等のポータルサイトへの掲載
・体力向上に関する教員向け講習の実施　1回
　（シナプソロジー研修）
　全小学校の体力向上推進者等が参加

・熱中症予防に関する教員研修の実施（動画）

【部活動の改革】
・部活動指導員確保に向けた周知活動のために区役
　所、大学等へのチラシを配架とともに、学校関係
　者が集合する場所での周知等の実施
　124校590部活動に配置
・部活動指導に関する研修会　　　　5回
　部活動指導員に対し、「コンプライアンス研修」
　や「事故防止研修」等実施
・休日の部活動における地域移行
　４区において地域移行事業モデル実施

【子どもの体力向上】
・学校教育活動以外における運動習慣の定着。
・１週間の総運動時間が60分未満の児童生徒の
　割合が昨年度と比較し本市も全国も大幅に上
　昇。依然として全国との差も大きい。
【部活動の改革】
・部活動指導員が配置されている、顧問教員の
　部活動指導時間の更なる縮減。
・部活動の段階的な地域連携・地域移行に向け
　指導者の確保と受け皿の整備。

【子どもの体力向上】
・１週間の総運動時間（体育授業時間を除く）
　が60分未満の児童生徒の割合を減少させるた
　め、「子どもの体力強化プラン」に基づき、
　学校、各種団体と協力し、運動やスポーツに
　親しむ機会を提供する等、子どもたちの運動
　機会を増やし、運動習慣の定着及び、運動意
　欲を高める取組を推進していく。
・積極的に体力向上の取組を実践している学校
　を紹介し、全校園で共有する。
【部活動の改革】
・部活動指導員が配置された部活動の顧問教員
　は長時間勤務の縮減に向けて、部活動指導員
　を積極的に活用し、部活動指導員は原則、単
　独で指導を行うこと等、部活動指導員の活用
　の仕方について、さらなる周知に努める。
・部活動の地域連携・地域移行に向け、4区にお
　いてモデル事業を実施し、引き続き検証を重
　ねる。
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【様式２－３】

1 百万円

1 百万円

1 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

小学校 89 87.6 88 87.4

小学校 90 100 100 100

　
最
重
要
目
標
　
２

　
基
本
的
な
方
向
　
５

施策
５－２

　健康教育・食育の推進

3年度 決算額

　計画
◆年度当初に学校園ごとに児童生徒等の実態に
　合わせた学校保健計画を策定・評価すること
　で健康教育を推進する。
・年度ごとの学校保健計画策定による健康教育
　の推進

◆子どもたちが食に関する正しい知識と望まし
　い食習慣を身に付けることができるよう、次
　の取組を実施する。
・食に関する指導の全体計画策定、及び評価、
　検証による食育の推進
・栄養教育推進事業の充実、中学生食育教材
　「食育つうしん」の作成・配布　11回
・「標準献立における食に関する指導資料」の
　作成、食に関する指導の研修　年５回

・年度ごとの学校保健計画策定による健康教育
　の推進
・食に関する指導の全体計画策定、及び評価、
　検証による食育の推進
・栄養教育推進事業の充実、中学生食育教材
　「食育つうしん」の作成・配布　11回
・「標準献立における食に関する指導資料」の
　作成、食に関する指導の研修　年５回

　自己評価
・年度ごとの学校保健計画策定による健康教育
  の推進の実施
・食に関する指導の全体計画策定、及び評価、
  検証による食育の推進の実施
・栄養教育推進事業の充実、中学生食育教材
  「食育つうしん」の作成・配布：11回実施済
・「標準献立における食に関する指導資料」
  の作成、食に関する指導の研修：5回実施済

・学校保健計画評価を実施し、計画通りに遂行
　できなかったと評価した学校園が見受けられ
　た。
・規則正しい生活を身に付けている児童生徒の
　割合について、朝食の喫食に関する項目と起
　床に関する項目では肯定的回答が目標値を上
　回っているが、「毎日同じくらいの時刻に寝
　ていますか」の項目においては、小学校、中
　学校共に目標値を下回ったため目標達成に至
　らなかった。習い事などによる児童生徒の生
　活状況により、就寝時間に差があることが要
　因の一部と考えられる。
・栄養教育推進事業の充実については、コロナ
　禍前の実施状況にはなっていない。区ごとに
　中学校で設定している「食に関する」主題設
　定については未設定の区が24区中８区あり栄
　養教育推進事業の充実には至らなかった。
（令和５年度栄養教育推進事業実施報告書より）

100

87.4 87.5

4年度 予算額

5年度 予算額

・学校保健計画の内容充実については計画通り
　遂行できるよう支援していく。
・現代的健康課題である生活習慣の乱れへの指導
　を含め、規則正しい生活を身に付ける指導につ
　いて、学校保健活動として取り組みを進められ
　るよう、状況に応じて指導助言を行う。
・令和６年度栄養教育推進委員会事務局長会議に
　おいて、栄養教育推進事業の充実に向けた取り
　組みを依頼する。更に中学校の「食に関する」
　主題の設定に向け、状況に応じて指導助言を
　行う。

②

規則正しい生活を身に付けている児童生徒の割合(%)
　【全国学力・学習状況調査】
※児童生徒質問紙の３つの項目（「朝食を毎朝食べていますか」
　「毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか」「毎日、同じくら
　いの時刻に起きていますか」）のそれぞれに対して、肯定的な
　回答をする児童生徒の割合の平均を「規則正しい生活を身に付
　けている児童生徒の割合」とする。

　

①

86.4

食に関する指導について適切な評価指標を設定し評
価を行う小中学校の割合(%)【本市調査】

中学校 90 91.4 92

中学校 88.5
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【様式２－１】

学びを支える教育環境の充実

重点的に取り組む経営課題

最重要目標３
（経営課題３）

　計画

令和12年度(2030年度)以降の社会を見据えて
　学校教育は、子どもたちの最善の利益などの不易の目的とともに、社会の変化に素早く、そして柔
軟に対応することも求められている。近年の社会変化の一つであるデジタル化は、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大により加速されている。本市においては、授業をはじめとする学びや生活の中で
ＩＣＴを効果的に活用するとともに、教育行政や学校運営においてもビッグデータの活用に取り組む
など、教育におけるデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を推進する。
　教育ＤＸや新教育課程の実施を含む学校教育の課題の成否は、教職員の在り方にかかっており、そ
の資質向上が今まで以上に求められている。
　加えて、学習指導のほか、児童生徒指導や部活動、保護者や地域との連携、新型コロナウイルス感
染症への新たな対応など、学校や教員に対する期待も多様化している。
　一方で、このような多岐にわたる対応は、教員の長時間勤務の要因となっている。全国の公立の小
中学校の教員を対象に実施した教員勤務実態調査を見ると、教員の長時間勤務は看過できない深刻な
状況であることが改めて明らかになっている。このことは本市でも例外ではなく、教員の働き方改革
は喫緊の課題である。本市では、スクールサポートスタッフや部活動指導員などの専門スタッフの配
置・活用、校務支援システムのグループウェア機能などＩＣＴの活用による学校運営の効率化等に取
り組んできた結果、時間外勤務時間の減少等の成果が見られることから、こうした取組を一層推進す
る。また、部活動については、国の方針として、令和５年度(2023年度)以降、休日の部活動の段階的
な地域移行が求められていることを踏まえ、部活動の地域移行に着実に取り組む。
　全国的に教員のなり手不足が深刻化する中、多様で高度な人材の確保も差し迫った課題となってい
る。本市では、初任給の引き上げによってここ数年の受験者数に増加傾向が見られ、学力重視の採用
試験が質の確保にも効果を上げていると思われるが、依然として厳しい状況が続いている。
　このような状況を踏まえ、特別免許状を活用した採用選考により教職課程履修者以外の専門性や社
会人経験を有する人材を教員として登用するなど、多様性・専門性を備えた教員組織による「チーム
学校」としての指導体制を整備し、社会に開かれた教育課程の実現に向け、校園長によるカリキュラ
ム・マネジメントに取り組んでいく。
　さらに、学校の創意工夫を支援するため、大学や産業界との連携を一層進めるとともに、教育セン
ターの改革を図り、教職員の資質向上をはじめ「学校力」アップに取り組んでいく。

現状（令和５年度末時点）

◆本市調査
　・授業日において学習者用端末を毎日使用した学校の割合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ただし、学校行事等ＩＣＴ活用が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適さない日数を除く）

◆本市調査
　・教員の勤務時間の上限に関する基準を満たす教職員の割合

◆本市調査
　・教員の管理職選考受験者に占める女性職員の割合

◆本市調査
　・現在、またはこの１年間のうちに、一定期間継続した生涯学習活動を行たことがある市民の割合

◆全国学力・学習状況調査
　・「地域学校協働本部などの仕組みを活かして保護者や地域の人との協働による活動を行いました
    か」に対して、肯定的回答をする学校の割合

99.5 99.8
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【様式２－１】

基本的な方向の自己評価を踏まえた最重要目標としての評価結果の総括
　学習者用端末を日常的に活用することは、個別最適な学習活動の支援となることに加えて、児童生
徒の心の状態や日々の生活等の可視化等につながり、子どもの理解を深めることになる。その結果、
いじめや不登校などの未然防止となり、安全安心の教育環境の実現にもつながっていく。そのような
教育環境の実現には、教員のＩＣＴ活用指導力のさらなる向上を図っていく必要があるため、教員の
スキルやニーズに応じた研修を充実させていく。加えて、令和６年度より大阪市総合教育センターに
シンクタンク統括室を設置し、新たに採用する分析業務に従事するデータアナリストを中心に教育
ビッグデータの効果的な活用を検討していく。
　また、これまで様々な取組を進めてきたことにより、教員の時間外勤務の状況は減少傾向にあるも
のの、依然として約半数が月平均30時間を、2.3％の教員が過労死ラインとされる月平均時間が80時
間をそれぞれ超えていることから、教員の長時間勤務の解消に向け、第２期「学校園における働き方
改革推進プラン」に基づき、引き続き取組を進めるとともに、「仕事と生活の両立支援プラン」に基
づく取組も同時に進めていく。
　「地域学校協働本部などの仕組みを活かして保護者や地域の人との協働による活動を行いました
か」に対しての回答は、目標値を小学校、中学校ともに大きく上回った。今後は学校協議会の議論の
活発化や生涯学習ルーム事業についても、より持続可能な取組となるよう、地域との連携や学校教育
支援について推進していく。加えて、地域学校協働活動の推進に向け、学校関係者及び区・地域の理
解促進を図るとともに、はぐくみネットコーディネーターの活動の活性化に向けた取組を進め、学校
元気アップ地域本部事業等と学校協議会との連携をより一層図っていく。

◆本市調査
　・授業日において学習者用端末を毎日使用した学校の割合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ただし、学校行事等ＩＣＴ活用が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適さない日数を除く）

◆本市調査
　・教員の勤務時間の上限に関する基準を満たす教職員の割合

◆本市調査
　・教員の管理職選考受験者に占める女性職員の割合

◆本市調査
　・現在、またはこの１年間のうちに、一定期間継続した生涯学習活動を行たことがある市民の割合

◆全国学力・学習状況調査
　・「地域学校協働本部などの仕組みを活かして保護者や地域の人との協働による活動を行いました
    か」に対して、肯定的回答をする学校の割合

　自己評価
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【様式２－２】

R7
目標

R4
実績

R5
目標

R5
実績

R5進捗
(達成)状況

　ＩＣＴの活用により、児童生徒の学力向上に資する教育方法はもとより、学校運営や教育行政
に至るまで、より良い教育の在り方に向けた一体的変革として、本市は、教育におけるデジタル
トランスフォーメーション（ＤＸ）に取り組む。
　まず、ＩＣＴを活用した教育については、１人１台端末の環境を生かし、デジタルドリルや協
働学習支援ツールを活用することで、子どもの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学び
の実現に向け取り組む。なお、教育の質の向上のために、発達段階や学習場面等により、視覚・
聴覚的情報を組み合わせた学習が効果的な場面ではデジタル教材を活用したり、まとまった文章
を読み解く学習に取り組む場面では紙の教材を活用するなど、デジタルと紙それぞれの良さを生
かしながら適切に組み合わせていくことを基本とする。また、ＩＣＴによって児童生徒の心の状
態や日々の生活の状況を可視化し、子どもの理解を深めるとともに、いじめ・不登校などの未然
防止・早期発見・迅速な対応を実現する。なお、子どもの視力低下の傾向等を踏まえ、家庭と連
携しつつ、端末利用に当たって児童生徒の健康への十分な配慮を徹底するとともに、最新の医学
的知見に基づいた対応を図っていく。
　次に、データ等の根拠に基づく施策の推進として、本市で小学校３年生から中学校３年生まで
経年的に分析可能になっている学力調査・テスト結果、１人１台端末を活用した一人一人の学習
履歴や学習行動記録等の教育ビッグデータを集積し、児童生徒ごと、学級ごと、学校ごとに、
データの変化を可視化し、これを専門的見地から分析することで、教育の成果と課題を見える化
し、効果的な指導方法や学習行動等の知見を得て、学習指導や学校支援に活かす。

　◎ ＩＣＴを活用した教育の推進　　　◎ データ等の根拠に基づく施策の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教育ビッグデータの活用等）

目標（アウトカム指標）の進捗(達成)状況
（※ 達成状況　A：達成　B：未達成）

　
最
重
要
目
標
　
３

基本的な方向６ 【教育DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進】

　計画

めざす状態〈令和７年度(2025年度)末を念頭に設定〉

主な施策

　自己評価

課題 改善策（今後の対応方向）
・すべての学校において、ＩＣＴを効果的に
　活用した学びの充実を図る必要がある。
・教員のＩＣＴ活用指導力の向上を図るため、
　教員のスキルやニーズに応じた研修をさら
　に充実させる必要がある。
・児童生徒一人一人の力を最大限に引き出す
　ためのきめ細かい支援を行うため、学力の
　みならず安全・安心の観点から、より効果
　的に教育ビッグデータの活用を検討する必
　要がある。

・各校の特色を生かして、日常的にＩＣＴを
　活用できるよう、指導主事やＩＣＴ教育推
　進アドバイザーやＩＣＴ教育アシスタント
　等をすべての学校に対して適時に派遣する
　ことにより、引き続き各校の実情に応じた
　支援を行うとともに、文部科学省事業を活
　用して好事例を創出し、すべての学校へ周
　知するなど、新たな活用事例を展開する。
・教員のＩＣＴ活用指導力の向上に向けた研
　修について、教員の指導力に応じた難易度
　を設定することや、喫緊の課題に応じた内
　容を取入れる等、研修内容等の充実を図る。
・令和６年度よりシンクタンク統括室を設置
　し、新たに採用する分析業務に従事する
　データアナリストを中心に教育シンクタン
　ク検討ＰＴと連携しながら、引き続き教育
　ビッグデータの効果的な活用を検討する。

　上記の改善策を講じながら引き続き各施策に
取り組むことで学校の授業日における学習者用
端末の利用率の向上につなげ、目標を達成す
る。

Ｂ①
授業日において学習者用端末を毎日使用した学校の
割合〔ただし、学校行事等ＩＣＴ活用が適さない日
数を除く〕(%) 【本市調査】（再掲）

100 99.5 100 99.8
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【様式２－３】

5,555 百万円

4,397 百万円

4,728 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

・すべての学校において、ＩＣＴを効果的に
　活用した学びの充実を図る必要がある。
・教員のＩＣＴ活用指導力の向上を図るため、
　教員のスキルやニーズに応じた研修をさらに
　充実させる必要がある。

・各校の特色を生かして、日常的にＩＣＴを
　活用できるよう、指導主事やＩＣＴ教育推進
  アドバイザーやＩＣＴ教育アシスタント等を
　すべての学校に対して適時に派遣することに
　より、引き続き各校の実情に応じた支援を行
　うとともに、文部科学省事業を活用し、好事
　例を創出し、すべての学校へ周知するなど、
　新たな活用事例を展開する。
・教員のＩＣＴ活用指導力の向上に向けた研修
　について、教員の指導力に応じた難易度を設
　定することや、喫緊の課題に応じた内容を取
　入れる等、研修内容等の充実を図る。

85.7

②
授業日において学習者用端末を毎日使用した学校の割合〔ただ
し、学校行事等ＩＣＴ活用が適さない日数を除く〕(%)
【本市調査】（再掲）

100 100 99.8

①
教員の児童生徒のＩＣＴ活用を指導する能力に対する肯定的な
回答の割合(%) 【本市調査】

85 84 84.3

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
３

　
基
本
的
な
方
向
　
６

施策
６－１

　ＩＣＴを活用した教育の推進

3年度 決算額

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

99.5

　計画
◆個別最適な学びと、協働的な学びを実現する
　ため、ＩＣＴを効果的に活用し、これまでの
　実践とＩＣＴを最適に組み合わせることによ
　り、教育の質の向上をめざす。また、ＩＣＴ
　を活用して児童生徒の心の状態や日々の生活
　の状況を可視化し、いじめ・不登校などの未
　然防止・早期発見・迅速な対応を実現する。
　ＩＣＴ機器の活用方策や環境整備の在り方な
　どをまとめた学校教育ＩＣＴビジョンに基づ
　いて推進する。
・各校の状況にあわせた日常的なＩＣＴ活用モ
　デルの運用
・デジタルドリルや協働学習支援ツール等を
　効果的に用いるなど学習面での活用の充実
・心の天気や相談申告機能等により、児童生
　徒の心の状態や日々の生活状況を可視化す
　るなど、生活面での活用の充実
・事例等を活用した情報モラル教育の推進
・児童生徒の効果的な学びを推進するため、教
　員のＩＣＴ活用指導力の向上の推進
・教員のＩＣＴ活用指導力向上に向けた研修の
　実施　55回

・デジタルドリルや協働学習支援ツール等の効
　果的な活用モデルの開発
・心の天気やいじめアンケート等により、児童
　生徒の心の状態や日々の生活状況の可視化と
　把握
・児童生徒の効果的な学びを推進するため、教
　員のＩＣＴ活用指導力の向上の推進
・教員のＩＣＴ活用指導力向上に向けた研修の
　実施　75回

　自己評価
・令和４年度にＩＣＴ活用デザイン協力校での
　取組実績を踏まえて策定した「ＩＣＴを活用
　する学校の1日」を年度当初に全校に展開し、
　各校の実態に応じた指導・助言を行うなど、
　ＩＣＴの効果的な活用を支援した。
・令和５年度は文部科学省事業を活用し、学習
　者用端末とクラウド環境を十全に活用した取
　組を指定校を選定して推進し、新たな事例を
　創出し広報誌等にて周知・展開した。
・デジタルドリルや協働学習支援ツールを効果
　的に用いるなど学習面での活用を支援した。
・心の天気や相談申告機能の入力等、児童生徒
　の心の状態や日々の生活状況を可視化するな
　ど、生活面での活用を支援した。

・情報モラル教育事例集等へ簡単にアクセスでき
　るよう二次元コードを入れたリーフレットを作
　成し、研修時に配付及びＩＣＴ教育推進アドバ
　イザーが学校訪問時に持参し管理職へ周知する
　など、情報モラル教育の推進を支援した。
・ＩＣＴ教育アシスタントやＩＣＴ教育推進アド
　バイザーが訪問するなど、児童生徒の効果的な
　学びの推進及び教員のＩＣＴ活用指導力の向上
　を支援した。
・教員のスキルやニーズに応じた研修を56回実施
　した。
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【様式２－３】

－ 百万円

－ 百万円

－ 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

100

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

　計画
◆ビッグデータを複合的・多面的に分析・検証
　することを通じて各学校の課題に応じた支援
　につなげるため、次の取組を実施する。
・「全国学力・学習状況調査」の結果データの
　活用及び分析
・「大阪市小学校学力経年調査」の結果データ
　の活用及び分析
・「中学生チャレンジテスト」・「大阪市版
　チャレンジテストplus（社会・理科）」の結
　果データの活用及び分析
・「小学生すくすくウォッチ」の結果データの
　活用及び分析
・「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の
　結果データの活用及び分析
・「心の天気」、「いじめアンケート」等の
　データ活用及び分析

・「全国学力・学習状況調査」
　　　　全小学校６年生・中学校３年生対象
・「大阪市小学校学力経年調査」
　　　　　　　全小学校３年生～６年生対象
・「小学生すくすくウォッチ」
　　　　　　　　　全小学校５・６年生対象
・「中学生チャレンジテスト」
　　　　　　　　　全中学校１～３年生対象
・「大阪市版チャレンジテストplus
　　（社会・理科）」　全中学校１年生対象
・上記の共通テスト及び調査の結果データを
　分析。分析結果を学力向上支援チーム事業
　での活用を中心に、各学校の実態に応じた
　支援を実施。
・「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」
　の結果データを活用するように各学校あて
　文書による周知を実施。
・「心の天気」、「いじめアンケート」等の
　データを活用するように各学校あて文書に
　よる周知を実施。

　自己評価
・データ分析にかかる教育データ利活用研修、
　ＥＢＰＭ研修等を開催するなど分析スキル
　の向上に努めるとともに、客観的・経年的
　に蓄積している全市共通の調査結果データ
　及び「心の天気」「いじめアンケート」等
　を複合的・多面的に分析した。
・令和６年度より設置予定のシンクタンク統
　括室における分析体制について検討し、今
　後のビッグデータの複合的、多面的な分析・
　検証方法について検討を進めた。

・児童生徒一人一人の力を最大限に引き出すため
　のきめ細かい支援を行うため、学力のみならず
　安全・安心の観点から、より効果的に教育ビッ
　グデータの活用を検討する必要がある。

・令和６年度よりシンクタンク統括室を設置
　し、新たに採用する分析業務に従事する
　データアナリストを中心に教育シンクタン
　ク検討ＰＴと連携しながら、引き続き教育
　ビッグデータの効果的な活用を検討する。

①
本市教育振興基本計画に掲げられている施策のうち、各データ
に基づいて、進捗管理ができている施策の割合(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【本市調査】

100 100 100

　
最
重
要
目
標
　
３

　
基
本
的
な
方
向
　
６

施策
６－２

　データ等の根拠に基づく施策の推進
　（教育ビッグデータの活用等）

3年度 決算額

4年度 予算額

5年度 予算額
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【様式２－２】

R7
目標

R4
実績

R5
目標

R5
実績

R5進捗
(達成)状況

　
最
重
要
目
標
　
３

基本的な方向７ 【人材の確保・育成としなやかな組織づくり】

　計画

23 30
(R7年度末)

22.5 Ｂ

①

教員の勤務時間の上限に関する基準を満た
す教職員の割合(%) 【本市調査】
基準１ 時間外勤務時間が45時間を超える月数０、かつ、１年間の時間外勤
　　　 務時間が360時間以下
基準２ １年間の時間外勤務時間が720時間以下、時間外勤務時間が45時間を
　　　 超える月数６以下、時間外勤務時間が100時間を超える月数０、直近
　　　 ２～６か月の時間外勤務時間の平均が80時間を超える月数０、を全
　　　 て満たす

・教員のニーズに応じて研修の充実を図り、
　効率的に参加できるよう、研修方法の工夫
　を図る。
・大阪市総合教育センターを活用して大阪市
　の魅力を大学と連携して学生に伝える機会
　を増やす。
・研究協力校と連携し、カリキュラム・マネ
　ジメントに係る研究を推進するとともに、
　校内研修パッケージの充実を図り「支援チ
　ーム」との連携を深める。また、カリキュ
　ラム・マネジメントの実践事例等について、
　引き続き周知する。
　
　上記の改善策を実施することにより、教員の資質
向上および人材の確保・育成としなやかな組織づく
りを推進していく。

② 教員の管理職選考受験者に占める女性職員の割合(%)
                                       【本市調査】

51.6

・キャリアステージに応じた教員研修におい
　て、教員のニーズを把握し、効率的・効果
　的な学びを推進するため、大学側と連携・
　協働できる講座内容やその実施方法につい
　て検討するなど研修の充実と研修方法の工
　夫を図る必要がある。
・全国的な教員不足の状況の中、本市におい
　ても大阪市教員を志望する人材の確保は喫
　緊の課題である。
・カリキュラム・マネジメントに係る研究を
　推進するとともに成果と課題を整理して、
　カリキュラム・マネジメントの更なる推進
　を図る必要がある。

　学校園が子どもたちの活気にあふれる場となり、組織としての自主性・自立性を持って特色ある教育実
践を展開していくためには、直接子どもに関わる教職員一人一人の資質を高め、持てる能力を存分に発揮
できるようにすることが大切である。このため、教職員の働き方改革、優秀な人材の確保・育成、人事制
度の整備、校園長によるマネジメントの強化等の更なる推進が重要である。
　働き方改革については、「学校園における働き方改革推進プラン」（令和元年(2019年)12月策定）に基
づき、様々な取組を進め目標達成に向けて順調に進捗してきた。令和４年(2022年度)には、「学校園にお
ける働き方改革推進プラン」の改訂を行い、引き続き、各取組の効果検証を進めるとともに、「仕事と生
活の両立支援プラン」等も踏まえ、性別に関係なく教員が働きやすい環境を整備していく。
　深刻化する教員のなり手不足に対応するとともに、多様性を備えたしなやかな教職員組織を整備し、社
会に開かれた教育課程の実現に取り組むため、特別免許状の積極的な活用により教職課程履修者以外の専
門性や社会人経験を有する人材を教員として登用する採用選考の新たな特例措置等について検討・実施
し、多様な人材の採用を進める。特に、「総合的読解力育成カリキュラム」による総合的読解力育成の時
間（「小中学生からのリベラルアーツ教育」）及び先端的な理数教育の担い手については、特別免許状に
よる被採用者を含む多様な人材の確保を図る。また、教員を採用前から育成する観点から現場実習の受入
れを推進する。
　各学校園が学力向上等の目標を達成するため、校園長によるカリキュラム・マネジメントを通じて、子
どもたちや学校・地域の実態等を把握し、教育課程の実施状況の検証・改善によって教育の質を向上さ
せ、学習効果の最大化を図っていく。また、校園長のマネジメントの下、頑張っている教員がより頑張れ
るような処遇、キャリアステージに応じた研修等、総合的な人事制度を継続的に整備・改善していく。
　国立大学法人大阪教育大学と連携して新・大阪市総合教育センター（仮称）を設置し、大学・研究機関
に加え企業・ＮＰＯ等と幅広い分野での連携を図り、総合的にシンクタンク機能の強化を図る。また、大
学連携については、教員養成系大学だけでなく、大阪公立大学など多種多様な大学との連携も図り、教職
員の資質向上に取り組むとともに、本市の教育力の底上げをめざす。
　そのほか、４つの教育ブロックでの支援、学校配置や規模における教育環境の最適化などを推進する。

　◎ 働き方改革の推進　　　　◎ 教員の資質向上・人材の確保
　○ 大学連携の推進（新教育センターの設置）
　○ 教育ブロックでの教育の推進（学校や地域等の実情に応じたきめ細かな支援）
　○ カリキュラム・マネジメントの教科（校園長によるマネジメントの強化）
　○ 学校配置の適正化

目標（アウトカム指標）の進捗(達成)状況
（※ 達成状況　A：達成　B：未達成）

Ａ

基準２ 84.9 74.9 78.2

30

基準１ 56.4

81 Ａ

46.4

めざす状態〈令和７年度(2025年度)末を念頭に設定〉

主な施策

　自己評価

課題 改善策（今後の対応方向）

49.7
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【様式２－３】

2,765 百万円

2,220 百万円

3,121 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

基準１ 56.4 46.4 49.7 51.6

基準２ 84.9 74.9 78.2 81

② 30 23 30
(R7年度末)

22.5

③
 R7年度末ま
で毎年度

90
89.1 90 90.1

　
最
重
要
目
標
　
３

　
基
本
的
な
方
向
　
７

施策
７－１

　働き方改革の推進
3年度 決算額

4年度 予算額

5年度 予算額

　計画
◆教員の長時間勤務の解消を通じ、子どもたち一人一人
　に向き合う時間を確保することができる環境や、「仕
　事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ　ンス）」の
　実現をめざし、次の取組を実施する。
【「学校園における働き方改革推進プラン」（改訂版）
　に基づく主な取組】
・スクールサポートスタッフ、ワークライフバランス支
　援員や部活動　指導員などの専門スタッフの強化・充
　実
・欠席連絡等アプリ、採点支援システムの導入による日
　常業務の簡素化
・学校への調査・照会文書等の削減等よる事務負担の軽
　減
・学校園におけるアクションプランの作成や学校管理職
　及び教員への情報発信等による学校園で働く教員の働
　き方改革への意識改革
・「ゆとりの日」設定、長期休業中における「学校閉庁
　日」、学校行事や会議等の見直し等の学校園における
　取組推進の継続実施　等
・学校業務改善ワーキンググループの開催　３回
【「仕事と生活の両立支援プラン」に基づく主な取組】
・子どもを生み、育てやすい職場環境づくりや男性職員
　への育児支援 等

【「学校園における働き方改革推進プラン」に基づく主な取
組】
・学校業務改善ワーキンググループの開催２回
　　　　　　　　　　　（令和３年度：３回）
・「学校園における働き方改革推進プラン」で示す教員
　の勤務時間の上限に関する基準を満たす教員の割合
　　時間外勤務時間が基準１を満たす教員の割合
　　　　　　　51.3％（令和４年７月末時点）
　　　　　　　　　　（令和３年度：52.0％）
　　時間外勤務時間が基準２を満たす教員の割合
　　　　　　　81.5％（令和４年７月末時点）
　　　　　　　　　　（令和３年度：80.8％）
・調査・照会文書数（教委独自分）
　　　　　 年度末集計（令和３年度：326件）
・「学校園における働き方改革推進プラン」の改訂

【「仕事と生活の両立支援プラン」に基づく主な取組】
・安心して出産・子育てをすることができる職場環境
　づくりため、出産・子育てのための各種制度ガイド
　ブック等をSKIPポータルに掲載し、休暇・休業等制
　度の周知を図った。
・各校園長に対し、男性の育児休業等の取得に向けた
　面談を引き続き行うよう周知した。

　自己評価
【「学校園における働き方改革推進プラン」（改訂版）に基づ
く主な取組】
・「学校園における働き方改革推進プラン」の改訂（令
　和５年５月実施）
・「学校園における働き方改革推進プラン」（改訂版）
　で示す教員の勤務時間の上限に関する基準を満たす教
　員の割合
　時間外勤務時間が基準１を満たす教員の割合
　　　　　　　　　　　51.6％（令和６年３月末時点）
　時間外勤務時間が基準２を満たす教員の割合
　　　　　　　　　　　81.0％（令和６年３月末時点）
・スクールサポートスタッフの配置
　　　　　　　　　　　延べ397校（小中義務教育学校）
・ワークライフバランス支援員の配置
　　　　　　　　　　　延べ57校（小中義務教育学校）
・部活動指導員の配置　延べ124校・590部活
　　　　　　　　　　　　　　　（中義務教育学校）

・欠席連絡等アプリ、採点支援システムの導入による日
　常業務の簡素化
・調査・照会文書数（教委独自分）
　※調査結果がわかり次第反映、令和６年６月末
・夏季休業中の学校閉庁日の設定率　100.0％
・学校業務改善ワーキンググループの開催
　　　　　　　　　　　１回（令和４年度：２回）

【「仕事と生活の両立支援プラン」に基づく主な取組】
・安心して出産・子育てをすることができる職場環
　境づくりのため、出産・子育てのための各種制度
　ガイドブック等をSKIPポータルに掲載し、休暇・
　休業等制度の周知
・各校園長に対し、男性の育児休業等の取得に向け
　た面談を引き続き行うよう周知
・時差勤務制度の導入（令和６年２月実施）

【「学校園における働き方改革推進プラン」に基づく
主な取組】
・教員の時間外勤務の状況は減少傾向にあるもの
　の、依然として約半数が月平均30時間を超えて
　いる。また、2.3％の教員が過労死ラインとさ
　れる月平均時間が80時間を超えていることか
　ら、長時間勤務解消に向け、引き続き取り組み
　を進めていく必要がある。
【「仕事と生活の両立支援プラン」に基づく主な取
組】
・男性教職員の育児休業取得に向けた面談率は
　92.4％と、昨年度の81.7％を上回る数値で
　あったが、目標の100.0％には届かなかった。

【「学校園における働き方改革推進プラン」に基
づく主な取組】
・教員の長期間勤務の解消に向け、第２期「学
　校園における働き方改革推進プラン」に基づ
　き、引き続き取組みを進めていく。
【「仕事と生活の両立支援プラン」に基づく主な
取組】
・各校園長に様々な場面で男性の育児休業取得
　面談の周知を行う。

92 97.1 97.2 96.7

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

①

教員の勤務時間の上限に関する基準を満たす教職員の割
合(%)
　　　≪学校園における働き方改革推進プランより≫
　　　　　　　　　　　　　　【本市調査】（再掲）

教員の管理職選考受験者に占める女性職員の割合(%)
≪大阪市特定事業主行動計画より≫　【本市調査】（再掲）

平日の「部活動指導員配置後の、部活動指導に関わる時間の変化」に
ついて、「減った」とする旨を回答する顧問教員の割合(%)
　　【本市調査(部活動指導員配置部活動の顧問教員アンケート)】

④
教育の質の向上を図るために、学校課題や児童生徒情報等を教職員で
情報共有するなどシステムを有効に活用していると回答する学校の割
合(%) 【本市調査】
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【様式２－３】

110 百万円

108 百万円

102 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

66.1

②
「研修で得た知識や気づきを、今後に生かすことができそうと
思いますか」に対して、最も肯定的な「思う」と回答する研修
受講者の割合(%) 【本市調査】

70 69.9 70 67.6

68

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

①
「研修が充実していたと思いますか」に対して、最も肯定的な
「思う」と回答する研修受講者の割合(%)　【本市調査】

60 67

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
３

　
基
本
的
な
方
向
　
７

施策
７－２

　教員の資質向上・人材の確保
3年度 決算額

　計画
◆教員自ら実践的指導力を高め、知識・技能の
　絶えざる刷新を行える、探求心を持った学び
　続ける教員を育成するため、次の取組を実施
　する。
・「教員としての資質の向上に関する指標」を
　もとにキャリアステージに応じた教職員研修
　計画の策定・実施及び教員の資質向上に関す
　る指導助言の支援
・コンプライアンス、人権教育に関する研修の
　実施
・ＬＭＳ(学習管理システム)を活用した自主的
　な研修システムの運用
・ミドルリーダーの育成（大学院派遣等）
・産官学との連携による研究活動推進の仕組み
　［がんばる先生支援(研究支援)、英語教育指
　導法オンライン研修、「総合的読解力育成カ

　リキュラム」の開発、waku×2.com-beeへ掲
　載］の構築及び推進
・大学との連携・協働による、現場課題の解決
　につながる、専門性の高い研修プログラムの
　企画・開発
・特別免許状を活用した採用選考を実施し、多
　様な人材の確保につなげる。

・「教員としての資質の向上に関する指標」を
　もとにキャリアステージに応じた教職員研修
　計画を策定し、計画通り実施
・コンプライアンス、人権教育に関する研修の
　実施（全教員必修）
・ＬＭＳ(学習管理システム)を活用した自主的
　な研修システムを導入し、研修に活用
・ミドルリーダーの育成(大学院派遣８名等)
・産官学との連携による研究活動推進の仕組み
　［がんばる先生支援(研究支援)、英語教育指
　導法オンライン研修の実施、総合的読解力

　育成カリキュラムの開発、waku×2.com-bee
　へ掲載］の在り方の検討
・大学との連携・協働による、現場課題の解決
　につながる、専門性の高い研修プログラムの
　企画・開発に向けた検討
・特別免許状の授与に関して関係先との協議・
　調整を図り、特別免許状を積極的に活用した
　採用選考について検討・実施　（大阪府教育
　庁との協議３回、教育委員会会議における協
　議４回、関係大学との打ち合わせ４回）

　自己評価
・「教員としての資質の向上に関する指標」を
　もとにキャリアステージに応じた教職員研修
　計画の策定・実施、及び教員の資質向上に関
　する指導助言の支援の実施
・コンプライアンス、人権教育に関する研修の
　実施（全教員必修：7/10～1/31）
・ＬＭＳ(学習管理システム)を活用した自主的
　な研修システムの運用の実施
・ミドルリーダーの育成（大学院派遣16名）

・産官学との連携による研究活動推進の仕組み［が
　んばる先生支援(研究支援)（106グループ）、英
　語教育指導法オンライン研修（13名：7/24～
　8/4）、「総合的読解力育成カリキュラム」の教
　材開発、waku×2.com-beeへ掲載（事務連絡等で
　依頼通知済）］の構築及び推進
・大学との連携・協働による、現場課題の解決につ
　ながる、専門性の高い研修プログラムの企画・開
　発（学校教育ICT推進リーダー研修、エビデンス
　ベースの学校改革研修）
・特別免許状を活用した採用選考を実施し、多様な
　人材の確保につなげた。

・キャリアステージに応じた教員研修におい
　て、教員のニーズを把握し、効率的・効果的
　な学びを推進するため、研修の充実と研修方
　法の工夫を図る必要がある。
・大学側と連携・協働できる講座内容やその実
　施方法について検討する必要がある。
・特別免許状を活用した採用選考の志願者確保
　のため、制度等について、広く効果的に周知
　する必要がある。

・キャリアステージに応じた教員研修において
　教員のニーズに応じて研修の充実を図り、効
　率的に参加できるよう、研修方法の工夫を図
　る。
・大学のカリキュラムに沿った研修を大学側と
　協議し開発する。
・特別免許状を活用した採用選考の制度等につ
　いて、これまでの周知方法（ポスターやホー
　ムページ掲載、大学等へのPR）を繰り返し行
　うとともに、求人情報サイト等も活用し周知
　する。
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【様式２－３】

79 百万円

600 百万円

1,045 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

・全国的な教員不足の状況の中、本市におい
　ても大阪市教員を志望する人材の確保は喫
　緊の課題である。
・研究校において、実践校の取組に向けた仮
　説の見通しを立てられるよう実践研究を進
　める必要がある。
・大阪市総合教育センターの設置に関わり、
　検討を進める中で、機能や研究手法に関し
　て見直しを行った。設置後に検討内容が反
　映され、事業が円滑に実施されるかどうか
　について検証していく必要がある。

・大阪市教員を目指す学生の増加につながる
　よう、大阪市総合教育センターを活用して
　大阪市の魅力を発信していく必要があり、
　そのために大学と連携し、学生に大阪市の
　魅力を伝える機会を増やすとともに、大阪
　市総合教育センターの取組を学生に広く周
　知する。
・研究校において、設定した課題解決方法の
　仮説を検証し、実践校の設置につなげてい
　く。
・大阪市総合教育センターで多様な大学等と
　連携して研修等を実施していくことを推進
　するため、施策目標を見直す。

6

②
拠点校・連携校の制度を活用して、大学との連携により学校現
場の課題解決に取り組み、その成果を全市に広めた数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【本市調査】

9以上 ― ―

① 大学と協働して、教員研修を行った数(回) 【本市調査】 7以上 6 7

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
３

　
基
本
的
な
方
向
　
７

施策
７－３

　大学連携の推進
　（新教育センターの設置）

3年度 決算額

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

―

　計画
◆次世代の教員・管理職の育成や資質の向上
　と、現職教員の指導力の向上に向け多様な大
　学と連携した協働研究、研修の開発を行うこ
　とができるよう、次の取組を実施する。
・大学と連携・協働した、養成・採用・研修の
　一体化に向けたプログラムの企画・開発
・現場の実践と理論を往還させながら、大学等
　と協働で研究を行う「教育センター拠点校・
　連携校」の企画検討
・協働研究のテーマ及びスキームの検討・体制
　づくり
・新・大阪市総合教育センター（仮称）の構築
　・稼働に向けた検討

・大学と連携・協働した、養成・採用・研修の一
　体化に向け教員の資質向上を図ったプログラム
　・研修の実施　６テーマ
・現場の実践と理論を往還させながら、大学と協
　働で研究を行うための拠点校・連携校などの検
　討　11回
・大学と協働研究に関する会議を実施し、協働研
　究のテーマ及びスキームの検討　11回
・大阪市総合教育センター構築のためのワーキン
　ググループの開催　６回

　自己評価
・大学と連携・協働した、養成・採用・研修
　の一体化に向けたプログラムの企画・開発
　（教員採用試験・教師養成講座合同説明会
　や教育実習前事前研修等）を実施し、大阪
　市の教員を目指す学生の資質向上を図っ
　た。
・現場の実践と理論を往還させながら、大学
　等と協働で研究を行う「教育センター拠点
　校・連携校」を「大阪市総合教育センター
　研究校・実践校」と改めて、研究テーマ
　や研究校等を決定した。

・大学と協働研究に関する会議を15回行い、協働
　研究（大阪市教員養成協働研究講座、共同研究
　コミュニティ）のテーマ及びスキーム・体制づ
　くりについて検討を行った。
・大阪市総合教育センターの構築・稼働に向けた
　検討を行った。（構築WG５回、組織部会９回、
　研究部会５回、人材育成部会５回）
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【様式２－３】

291 百万円

324 百万円

445 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

①各校への取組支援の方法について
・各学校が効果的に取組をおこなうことができる
　よう、学校へのきめ細かな支援方法を検討する
　必要がある。
②各校の状況・ニーズに応じた支援の実施について
・特に、学びサポーターによる支援内容や配置時
　間数について、各校の状況・ニーズを踏まえ
　て、必要な学校に追加で配置できるようにする
　等、学校間の公平性を担保しつつ、各校の状
　況・ニーズに応じた必要な支援が行えるように
　対応していく必要がある。

①各校への取組支援の方法について
・担当指導主事による訪問等により、進捗状況を
　適宜把握していく。
・適切な支援を行えるよう、担当指導主事向けの
　研修の実施等により、問題や事例の共有等を行
　う。
・各校の状況等により、訪問が困難な場合で
　も、Teams等のオンラインツールを活用するな
　工夫をし、きめ細かな支援を実施する。
②各校の状況・ニーズに応じた支援の実施について
・学びサポーターによる支援内容について、これ
　までの放課後学習や朝学習における学習の支援
　に加え、授業中の学びに課題のある児童生徒へ
　のきめ細かな学習支援や、ＩＣＴ機器を活用し
　た学習の支援等を拡充して行う。
・各校における必要な学びサポーターの配置時間
　数について、きめ細かく状況・ニーズを把握で
　きるよう学校訪問等の機会を通じてヒアリング
　を行うとともに、追加配置等の機会を増やして
　いく。
・各校が円滑に学びサポーターを採用できるよ
　う、広報・募集活動や事務手続きの支援に取り
　組む。

91 88.5
ブロック化による学校支援事業報告の目標の達成状況において
「目標どおり」又は「目標を上回る」と回答する学校の割合
(%)　【本市調査】

95 90.8

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
３

　
基
本
的
な
方
向
　
７

施策
７－４

 教育ブロックでの教育の推進
 （学校や地域等の実情に応じたきめ細かな支援）

3年度 決算額

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

①

　計画
◆各教育ブロック内の学校の状況に応じた、き
　め細かな支援を実施できるよう、担当指導主
　事が各学校に対し指導助言を行うのみなら
　ず、学校訪問等で各学校の詳細な情報・ニー
　ズを把握していく。それらをもとに、各教育
　ブロック会議において支援策を策定し、学校
　の学力向上の取組を支援する。また、各教育
　ブロックにおける取組について、ブロック間
　で好事例を共有し相互に高めあいながら、今
　後もきめ細かな学校支援につなげていくた
　め、次の取組を実施する。
・担当指導主事による学校訪問等
・ブロック化による特色ある学校支援事業

・支援チームによる学力向上サポート訪問
　　　　　　　　　　　　　　　　　　月３回
・教育ブロック会議において支援策を策定、各
　教育ブロック内の学校の実情や課題に応じた
　きめ細やかな支援の実施
　〈よりきめ細やかな学習支援のための取り組
　　み〉
　　・学びサポーターの配置
　　・リーディングスキルテストの実施
　〈自主学習習慣の確立、基礎学力の定着〉
　　・自主学習ノートの購入
　　・徹底反復学習の実施
　〈教員の指導力向上〉
　　・先進的取組み地域の視察
　　・各種研修会への参加

　自己評価
・支援チームによる学力向上サポート訪問
　月３回
・教育ブロック会議において支援策を策定、各教
　育ブロック内の学校の実情や課題に応じたきめ
　細かな支援の実施
〈よりきめ細かな学習支援のための取組〉
・学びサポーターの配置
・リーディングスキルテストの実施

〈自主学習習慣の確立、基礎学力の定着〉
・自主学習ノートの購入
・読解力育成に向けた取り組み
〈教員の指導力向上〉
・先進的取組み地域の視察
・各種研修会への参加

41 / 50 



【様式２－３】

708 百万円

670 百万円

735 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

・学校運営支援センターや調達担当部署等の関係
　先と連携し、通知文書の更なる改善など、各学
　校・区の取組の実施に係る支援を随時行う。
・研究協力校と連携し、カリキュラム・マネジメ
　ントに係る研究を推進するとともに、校内研修
　パッケージの充実を図り「支援チーム」との連
　携を深める。また、カリキュラム・マネジメン
　トの実践事例等について、引き続き周知する。

①

「指導計画の作成に当たっては、各教科等の教育内
容を相互の関係で捉え、学校の教育目標を踏まえた
横断的な視点で、その目標の達成に必要な教育の内
容を組織的に配列していますか」に対して、最も肯
定的な「よくしている」と回答する小中学校の割合
(%) 【全国学力・学習状況調査】

小学校 20.135

中学校 35

32 23.4

15.5 32 17.1

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
３

　
基
本
的
な
方
向
　
７

施策
７－５

　カリキュラム・マネジメントの推進
　（校園長によるマネジメントの強化）

3年度 決算額

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

　計画
◆各校で校長がリーダーシップを発揮し、独自
　の創意のある教育実践が取り組めるよう、校
　長経営戦略支援予算等の制度を適正に執行す
　るとともに、学校の課題・特性に応じて校長
　・教頭を補佐する体制の構築・強化を図る。
・校長経営戦略支援予算の学校配付 全校
・校長経営戦略支援予算の区担当教育次長執行
　枠 全区役所
・副校長の配置
・教頭補佐（首席）の配置
・教頭補助の配置

◆校園長が十分に裁量を発揮し、教育活動の質
　を向上させ、学習の効果の最大化を図るカリ
　キュラム・マネジメントの実現を図るため、
　次の取組を実施する。
・校内研修パッケージの改善
・先進的取組の情報発信、管理職研修の実施、
　大学連携、「支援チーム」による直接指導
・研究協力校による実践推進及び共同研究の実
　施
・研究の成果と課題の分析及び改善

・校長経営戦略支援予算の学校配付 全校
・校長経営戦略支援予算の区担当教育次長執行
　枠 全区役所
・副校長の配置　小中学校計31校
・教頭補佐（首席）の配置
　　　　　　　　　　小学校31校　中学校15校
・教頭補助の配置　小中学校計70校
・校内研修パッケージの作成及び改善
・先進的取組の情報発信、管理職研修の実施、
　大阪教育大学との連携、指導員の直接指導
・研究協力校・協力員の募集・実践推進及び共
　同研究の実施
・研究の成果と課題の分析及び改善
・カリキュラム・マネジメントに係る理論・実
　践事例等を掲載した冊子「カリキュラム・マ
　ネジメントの実現に向けて－大阪市の子ども
　の学力向上へのアクションプラン－」を全小

　中学校に配付するとともに、waku×2.com-bee
　に掲載
・「支援チーム」によるカリキュラム・マネジ
　メントに係る支援を実施
・カリキュラム・マネジメントに係る研究校３
　校を選定し、実践・研究を実施
・カリキュラム・マネジメント研修
　　　　　　　　　　　　　　年１回（必修）

　自己評価
・校長経営戦略支援予算の学校配付
　全校
(年度目標の達成状況について目標を上回るまたは目
標どおりに達成したと回答した学校の割合はR５年度
において91.6%)
・校長経営戦略支援予算の区担当教
　育次長執行枠　全区役所
・副校長の配置　小中学校計34校
・教頭補佐（首席）の配置
　小学校29校　中学校15校
・教頭補助の配置　小中学校計68校
・校内研修パッケージの改善
　　カリキュラム・マネジメントに係る理論・
　　実践事例等を掲載した冊子「カリキュラム
　　・マネジメントの実現に向けて-大阪市の
　　子どもの学力向上へのアクションプラン-」

　　をwaku×2.com-beeに掲載
　　カリキュラム・マネジメント研修
　　　（指導主事・SA対象）　　　　１回
　　カリキュラム・マネジメント研修
　　　（教員対象）　　　　　　　　１回

・先進的取組の情報発信、管理職研修の実施、大学
　連携、「支援チーム」による直接指導
　　管理職研修では、「管理職としての資質の向上
　　に関する指標」に基づき、大阪教育大学連合教
　　職大学院と連携して選択研修として実施１回
　　「支援チーム」によるカリキュラム・マネジ
　　メントに係る支援を実施
・研究協力校による実践推進及び共同研究の実施
（小学校１校 中学校 １校）
・研究の成果と課題の分析及び改善
（教育フォーラム）

・校長経営戦略支援予算において、各学校・区の
　取組が迅速かつ適正に実行できるよう、予算管
　理や調達業務等の各種事務手続について、引き
　続き助言・調整等を行う必要がある
・カリキュラム・マネジメントに係る研究を推進
　するとともに成果と課題を整理して、カリキュ
　ラム・マネジメントの更なる推進を図る必要が
　ある。
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【様式２－３】

196 百万円

17 百万円

9 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R4 実績 R5 目標 R5 実績

学校適正配置対象校のうち学級数・児童数の推移を
十分に注視し、学校再編整備計画案を検討する学校
(校) 【本市調査】

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況 R7目標

30

② 43 50

学校適正配置対象校のうち学校再編整備計画案を検
討する学校(校) 【本市調査】

学校再編整備計画の策定
に向け、取組内容を滞り
なく実施する。
学校再編整備計画を検討
した学校のうち、統合後
の内容が確定した学校か
ら順次、学校再編整備計
画を策定し、公表する。

① 32
学校再編整備計画
の策定に向け、取
組内容を滞りなく
実施する。
学校再編整備計画
を検討した学校の
うち、統合後の内
容が確定した学校
から順次、学校再
編整備計画を策定
し、公表する。

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
３

　
基
本
的
な
方
向
　
７

施策
７－６

　学校配置の適正化

3年度 決算額

　計画
◆令和２年４月施行の条例・規則に基づき、児
　童の良好な教育環境の確保、教育活動の充実
　を図るため、学校配置の適正化を進める。
・学校再編整備計画の策定に向け、取組内容を
　滞りなく実施するとともに、学校再編整備計
　画を検討した学校のうち、統合後の内容が確
　定した学校から順次、学校再編整備計画を策
　定・公表

◆義務教育学校及び小中一貫校を含む小中学校
　における「小中一貫した教育」の推進に向け
　て、次の取組を実施する。
・小中連携コーディネーターを対象とした研修
　の実施　１回

・令和２年４月の条例改正施行以降、適正配置
　対象校のうち学校再編整備計画を策定した学
　校13校、うち統合を決定した学校９校
・令和４年度に学校再編整備計画案を検討した
　学校75校(うち、２校は令和4年度に学校再編
　整備計画を策定済）
・小中一貫教育ワーキングを開催し、小中一貫
　教育推進プラン（案）を検討　３回

　自己評価
・年度当初において適正配置対象校のうち、学
　校再編整備計画案を検討した学校30校（昨年
　度までに計画を策定した４校を除く）
・年度当初において適正配置対象校のうち、学
　級数、児童数の推移を十分注視し、学校再編
　整備計画案を検討した学校　50校
・各区教育担当課長を対象とした学校配置の適
　正化にかかる勉強会を実施　１回
・学校適正配置審議会の開催　1回、ワーキング
　の開催　３回

・令和２年４月の条例改正施行以降、適正配置対象
  校のうち学校再編整備計画を策定した学校22校、
  うち再編が完了した学校９校
・年度当初において適正配置対象校80校のうち、今
  年度に学校再編整備計画を策定した学校９校
・小中一貫教育ワーキングにおいて、義務教育学校・
　小中一貫教育校設置方針案及び小中一貫教育推進
　ガイドライン案、新たな魅力を検討実施　２回

・条例・規則に基づき、児童の良好な教育環境の
  確保、教育活動の充実を図るため、学校配置の
  適正化を進める必要がある。
・中学校に関しても小規模化が進行しているが、
  中学校の適正配置については、基準等が未整理
  の状況であることから、大阪市学校適正配置審
  議会の意見書の内容を十分にふまえ、規定整備
　等の検討を進める必要がある。
・義務教育学校・小中一貫校設置方針案は、作成
　に向けて関係部署と調整を図る必要がある。
・小中連携コーディネーター研修は、小中一貫教
　育推進ガイドラインの内容に基づいて実施する
　予定であった。しかし、本年度末の作成となっ
　たため、開催に至らなかった。

・引き続き、条例・規則に基づき、児童の良好
  な教育環境の確保、教育活動の充実を図るた
  め、学級数や児童数の推移を注視しながらも、
  学校・地域・保護者との調整を図り、学校再
  編整備計画を策定・公表できるよう、必要な
  取組内容を滞ることなく進めていく。
・中学校の適正配置に関する規定整備等にかか
　る検討を進めていく。
・義務教育学校・小中一貫校設置方針案は、関
  係部署と調整のうえ、次年度の上半期に作成
  する。
・次年度の上半期に小中一貫教育推進ガイドラ
  インの内容に基づいた、小中連携コーディネ
  ーター研修を実施する。
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【様式２－２】

R7
目標

R4
実績

R5
目標

R5
実績

R5進捗
(達成)状況

　人生100年時代において、全ての人が人生を心豊かに過ごすためには、どのライフステージにお
いても主体的に学び、学びの成果を社会に生かすことが求められている。
　本市では、教育基本法による生涯学習の理念の実現に向け、生涯学習をめぐる現状と課題を踏
まえ、大阪市におけるこれからの生涯学習推進に向けての視点、総合的に講ずべき施策の方向性
とその内容を明らかにすることを目的として、「生涯学習大阪計画」を策定している。その計画
に基づき、子どもの学び、家庭教育を含めた市民の学びの支援に取り組んでいく。
　また、子どもの読書活動を推進するため、「大阪市子ども読書活動推進計画」を策定してい
る。子どもの読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、
人生をより深く生きる力を身に付けていくうえで欠くことのできないものである。計画に基づ
き、全ての子どもが生き生きと読書を楽しめるよう、家庭、地域、学校が連携して取り組む。
　学校図書館は、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であり、教科学習だけでな
く、全ての教育活動で活用でき、子どもたちの学びを支えている。本市では、全小中学校での学
校図書館補助員の配置や蔵書の充実等、学校図書館の環境整備に取り組んできた。
　更なる学校図書館の活性化に向け、学校司書の配置を進めるとともに、学校図書館に関わるそ
の他の職員、図書ボランティア等がそれぞれの役割を担い、子どもたちが主体的に、より身近に
本に親しむことをめざす。

　○ 「生涯学習大阪計画に基づいた取組
　○ 「大阪市子ども読書活動推進計画」に基づいた取組
　○ 学校図書館の活性化

　自己評価

目標（アウトカム指標）の進捗(達成)状況
（※ 達成状況　A：達成　B：未達成）

① 26.7 Ｂ

　
最
重
要
目
標
　
３

基本的な方向８ 【生涯学習の支援】

　計画

めざす状態〈令和７年度(2025年度)末を念頭に設定〉

主な施策

課題 改善策（今後の対応方向）
・生涯学習活動で身に付けた知識・技術等の
　成果のボランティア活動や地域活動への活
　用には必ずしもつながっていない面があ
　る。
・「全国学力・学習状況調査」の結果では、
　「読書を全くしない」と回答する児童の割
　合が目標に達さなかったことで、児童が読
　書に親しむ読書環境のさらなる整備が必要
　である。
・児童生徒１人当たりの年間貸出冊数は、伸
　び悩んでいるが、増加している学校もあ
　り、学校間で差が生じている。
・学校図書館やその蔵書を活用した授業を計
　画的に行う教員の割合は横ばいであり、学
　校図書館活用方法や学校司書の役割につい
　てさらに理解を広げる必要がある。

・人材育成関係事業について、よりボラン
　ティア活動や地域活動につながるよう、内
　容を工夫する。
・市立図書館において子ども向けの催しや図
　書展示を広く開催することにより子どもた
　ちが本に触れる機会をより多く提供するこ
　とや読書に親しむきっかけづくりとして、
　おすすめ本リストや子ども向けの電子書籍
　リスト等により学校を通じて定期的に情報
　発信する。
・貸出が増加した学校の好事例や、主幹学校
　司書配置校をはじめとする各校での実践事
　例やノウハウを他の学校と共有し、全校の
　学校図書館機能の底上げを図っていく。
・教員研修の実施等、様々な機会を通じて学
　校図書館活用方法や学校司書の役割につい
　て教員への周知を図る。

　上記の改善策を講じて、学校図書館の更なる
活性化を図り、生涯学習の支援につなげてい
く。

現在、またはこの１年間のうちに、一定期間継続し
た生涯学習活動（市民生活・社会問題・一般教養に
関する学習、ボランティア、仕事に関する知識や技
術、資格取得、趣味・習い事、スポーツ・健康づく
りなど）を行ったことがある市民の割合(%)
　　【本市調査(民間を活用したネット調査)】

38 22.7 31
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【様式２－３】

1,914 百万円

1,935 百万円

2,009 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

・生涯学習活動で身に付けた知識・技術等の成
　果のボランティア活動や地域活動への活用に
　は必ずしもつながっていない面がある。
・「親力アップサイト」について、昨年度より
　アクセス数は増加しているが、目標値に達成
　していないので引き続き周知が必要である。
・来館による利用が徐々に回復してきたもの
　の、電子図書館機能の利用が前年度よりも減
　少している。

・人材育成関係事業について、よりボランティア
　活動や地域活動につながるよう、内容を工夫す
　る。
・「親力アップサイト」について、区役所等ホー
　ムページへのリンク依頼や、啓発ステッカーの
　配布など、関係先との連携により広報手法の改
　善を図り、認知度の向上に努める。
・調べものにおける電子図書館機能の有用性を具
　体的な例を用いて紹介する等、当館サイトや
　SNSで効果的に広報することにより利用促進に
　つなげる。

18.4 16.3

②
市立図書館来館者数とＨＰアクセス件数の合計(件)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【本市調査】

1,680万 1,587万 1,618万 1,595万

現在、またはこの１年間のうちに、一定期間継続した生涯学習活動
（市民生活・社会問題・一般教養に関する学習、ボランティア、仕
事に関する知識や技術、資格取得、趣味・習い事、スポーツ・健康
づくりなど）を行っている市民のうち、生涯学習活動で身に付けた
知識・技術等の成果を、ボランティア活動や地域活動に活用してい
る市民の割合(%)　【本市調査(民間を活用したネット調査)】

20 13.2

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
３

　
基
本
的
な
方
向
　
８

施策
８－１

　「生涯学習大阪計画」に基づいた取組

3年度 決算額

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

①

　計画
◆「誰もが主体的に学び続け社会に参画できる
　まち」「多様な市民が支え合い共に生きるま
　ち」の実現をめざし、ＩＣＴを活用した　学
　習機会の充実を図るとともに、生涯学習を支
　える人材育成、学びによるネットワークづく
　り、各ライフステージ及び市民の多様なニー
　ズに応じた生涯学習を支援する。
・ＩＣＴの特性を生かした学習機会の提供
・各ライフステージや多様なニーズに応じた生
　涯学習の支援
・支え合い共に生きる地域づくり、まちづくり
　の推進に向けた、学習活動の担い手等の更な
　る育成の推進

◆「知識創造型図書館」の機能充実に向け、中
　央図書館を核とした一体的運営を行いなが
　ら、本などの資料だけでなくＩＣＴを活用
　し、図書館がハブとなり、人と人、人と情報
　との出会いの場を提供する。
・デジタルコンテンツ等資料/情報の充実
・人やネットワークによる情報と新しい出会い
　の場の提供

・生涯学習センターにおけるオンラインを活用
　した講座数　17講座
・生涯学習センター人材育成関係講座　７講座
・「親力アップサイト」の充実
　　　　　　　　　　　 　アクセス数2,766件
・識字・日本語教室における多様なニーズに応
　じた学習機会の提供
・デジタルコンテンツ等資料/情報の充実
　電子図書館機能の利用促進
　　　　　　　　　アクセス件数 492,819件
・人やネットワークによる情報と新しい出会い
　の場の提供
・国立国会図書館レファレンス協同データベー
　ス事業へのレファレンス
　　　　　　　　　 　事例公開件数　1,410件

　自己評価
・生涯学習センターにおけるオンラインを活用
　した講座（15講座）
・「親力アップサイト」アクセス数（4,476件）
・生涯学習センター人材育成関係講座
  （９講座）
・識字・日本語教室における多様なニーズに応
　じた学習機会の提供
・大阪市識字・日本語教育基本方針の策定

・デジタルコンテンツ等資料/情報の充実
　電子図書館機能の利用促進　アクセス件数
　509,365件
・人やネットワークによる情報と新しい出会い
　の場の提供
  国立国会図書館レファレンス協同データベースに
  当館が登録した事例の一般公開件数　1,471件
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【様式２－３】

1,523 百万円

1,557 百万円

1,629 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

②
「読書は好きですか」に対して、肯定的に回答する児童の割合
(%) 【本市調査(大阪市小学校学力経年調査)】

76.5 74.5 75.2 74

29.5 30.5

中学校 44 51.1 48.7 48.4

32.5

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

①

「学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜
日）、１日当たりどれくらいの時間、読書をします
か（教科書や参考書、漫画や雑誌は除く）」に対し
て、「読書を全くしない」と回答する児童生徒の割
合(%) 【全国学力・学習状況調査】

小学校 23.5

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
３

　
基
本
的
な
方
向
　
８

施策
８－２

 ｢大阪市子ども読書活動推進計画｣に基づいた取組

3年度 決算額

　計画
◆大阪市の全ての子どもが、自ら生き生きと読
　書に親しめるよう、家庭、地域、学校が連携
　して、読書環境の整備を進めることにより、
　読書習慣を形成し、紙の本とデジタルを効果
　的に活用できる力を育むことをめざし、次の
　取組を実施する。学校教育においては読書活
　動を通して読解力を育むことにも留意する。
・一人一人の多様性や発達段階に応じた子ども
　の読書環境の整備・充実（市立図書館におけ
　る児童書の充実、乳幼児向け催しの実施、読
　書に親しむ児童生徒の育成等）
・子どもの読書活動に関する普及・啓発（児童
　図書リスト「こどものほんだな」、電子書籍
　の活用促進などＩＣＴを活用した情報発信
　等）
・人と本、人と人をつなぐ場の拡大（区役所、
　就学前施設、学校等、地域の関係諸機関・団
　体やボランティアとの連携・協力、「子ども
　の読書活動推進連絡会」の継続実施等）

・一人一人の多様性や発達段階に応じた子ども
　の読書環境の整備・充実
　　市立図書館における児童書の貸出実施
　　　　　　　　　　         3,327,318 冊
  　市立図書館から小中学校への団体貸出実施
　　　　　　　　　　　　　      97,341 冊
・子どもの読書活動に関する普及・啓発
　　市立図書館ホームページ「こどものペー
　　ジ」「ティーンズのページ」の充実　アク
　　セス数                   　30,692 件
・人と本、人と人をつなぐ場の拡大
　　市立図書館と区役所等と連携事業実施
　　　　　　　　　　　　　　    1,576 回

　自己評価
・一人一人の多様性や発達段階に応じた子ども
　の読書環境の整備・充実
  市立図書館における児童書の貸出実施冊数
  3,222,665冊
  市立図書館から小中学校への団体貸出冊数
  82,348冊

・子どもの読書活動に関する普及・啓発
 市立図書館ホームページ「こどものページ」、
「ティーンズのページ」　アクセス件数　20,675件
・人と本、人と人をつなぐ場の拡大
 市立図書館と区役所等と連携事業　1,109回

・「全国学力・学習状況調査」の結果では、
　「読書を全くしない」と回答する児童生徒
　の割合が前年度実績より減少し、また、生
　徒の割合については目標を達成したが、児
　童の割合において改善するため、児童が読
　書に親しむ読書環境のさらなる整備が必要
　である。

・市立図書館において子ども向けの催しや図書展
　示を広く開催することにより子どもたちが本に
　触れる機会をより多く提供する。
・読書に親しむきっかけづくりとして、おすすめ
　本リストや子ども向けの電子書籍リスト等によ
　り学校を通じて定期的に情報発信する。
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【様式２－３】

252 百万円

263 百万円

274 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

4年度 予算額

5年度 予算額

「学校図書館やその蔵書を活用した授業を計画的に行いました
か」に対して、「週に１回程度、または、それ以上行った」又
は「月に数回程度行った」と回答する学級担任の割合(%)
　　　　　　　　　　　　【大阪市小学校学力経年調査】

80

・児童生徒１人当たりの年間貸出冊数は、伸び
　悩んでいるが、増加している学校もあり、学
　校間で差が生じている。
・学校図書館やその蔵書を活用した授業を計画
　的に行う教員の割合は横ばいであり、学校図
　書館活用方法や学校司書の役割についてさら
　に理解を広げる必要がある。
・学校司書が学習支援を行うための準備時間や
　教職員との打ち合わせ時間の確保が難しい。
・学校司書がインターネットにアクセスできる
　環境がないため、ネットワーク上の情報と、
　学校図書館の資料を併用した学習支援が難し
　い。

・貸出が増加した学校の好事例や、主幹学校司
　書配置校をはじめとする各校での実践事例や
　ノウハウを他の学校と共有し、全校の学校図
　書館機能の底上げを図っていく。
　特に中学校において生徒対象オリエンテーシ
　ョン実施等図書館利用指導の取組を推進する
　よう促す。
・教員研修の実施等、様々な機会を通じて教員
　への学校図書館活用事例の周知を図る。
・引き続き有効な学校司書の配置体制について
　検討を進める。
・学校図書館のICT環境の整備について、検討を
　進める。

69.6

32.2
①

74

小学校

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

38

中学校

69.8

6 2.8 4.5

学校図書館貸出冊数〔児童生徒１人当たりの年間貸
出冊数〕(冊) 【本市調査】

　
最
重
要
目
標
　
３

　
基
本
的
な
方
向
　
８

施策
８－３

　学校図書館の活性化

3年度 決算額

　計画
◆学校図書館が、読書活動における利活用に加
　え、授業での様々な学習における利活用を通
　じて、子どもたちの言語能力、情報活用能力
　等の育成を支え、主体的・対話的で深い学び
　を効果的に進める基盤としての役割を果たす
　ため、次の取組を実施する。
・蔵書構成や様々なメディアに留意した、計画
　的な資料の選定・廃棄・更新による調べ学習
　に役立つ蔵書の充実
・学校図書館のより効果的な活用につながる人
　的整備（学校司書配置や、学校図書館に関わ
　るその他の職員、図書ボランティア間の協
　働）
・市立図書館と学校との連携協力による団体貸
　出、調べ学習への支援等

・蔵書構成充実の取組（学校図書館の適切な蔵
　書構成に向けた選書支援）実施
・全小中学校及び義務教育学校に学校司書、う
　ち24校に主幹学校司書を配置。（主幹学校司
　書は１校専任週30時間、それ以外の学校司書
　は週１回６時間）
・市立図書館と学校との連携協力による団体貸
　出　90,000冊、調べ学習への支援　650件
・学校図書館支援ボランティア研修、交流会の
　開催　24件

　自己評価
・蔵書構成充実の取組として学校図書館の適切
　な蔵書構成に向けた選書支援を実施
・「大阪市学校図書館基本図書リスト」（学校
　図書館での所蔵が望ましい令和４年３月末時
　点で入手可能な図書リスト）の提供
・全小中学校及び義務教育学校に学校司書、う
　ち24校に主幹学校司書を配置。（主幹学校司
　書は１校専任週30時間、それ以外の学校司書
　は週１回６時間）
・25学級以上の大規模校11校に学校司書を加配
  し、週２回12時間配置
・学校司書研修の実施　計7回
・「学校司書のページ」を新設し、オリエンテ
　ーションのシナリオ等、学校図書館運営に関
　する情報を提供

・「市立図書館活用の手引き概要版」の作成、提供
・市立図書館と学校との連携協力による団体貸出
　82,348冊、
　調べ学習への支援　685件
・学校図書館支援ボランティア研修、交流会の開催
　26件

2.7

32 34

②
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【様式２－２】

R7
目標

R4
実績

R5
目標

R5
実績

R5進捗
(達成)状況

　自己評価

63.9 96.8

目標（アウトカム指標）の進捗(達成)状況
（※ 達成状況　A：達成　B：未達成）

①

「地域学校協働本部やコミュニティ・ス
クールなどの仕組みを生かして、学校の美
化、登下校の見守り、学習・部活動支援、
放課後支援、学校行事の運営など、保護者
や地域の人との協働による活動を行いまし
たか」に対して、肯定的に回答をする小中
学校の割合(%) 【全国学力・学習状況調
査】

Ａ

Ａ97.5

めざす状態〈令和７年度(2025年度)末を念頭に設定〉

主な施策

　昨今、自然災害や事故・事件、感染症等の健康問題等、家庭環境の多様化等、子どもたちを取
り巻く環境は複雑化し、厳しい状況もある。そのような状況の下、学校園の運営に当たっては、
学校園だけで解決できない課題も多く存在する。また、幼児教育から小学校及び中学校における
義務教育までの各段階に応じた切れ目のない支援を行うためには、教育委員会や区役所、関係局
室が連携協力していくだけではなく、学校園、家庭、市民、地域団体、ＮＰＯ、企業その他の教
育に携わる全ての人や団体が、それぞれの役割と責任を果たしながら、互いに連携協力し子ども
たちを支える、まさに、社会総がかりで子どもを育む活動に取り組むことで、教育課題を改善し
ていく必要がある。
　本市では、教育に携わる全ての人や団体の協働による取組を進めるため、大阪市立学校活性化
条例に基づき、教育委員会が所管する全ての市立学校園に、保護者や区民等の学校運営への参画
を目的とした学校協議会を設置するとともに、積極的な情報発信を行い、開かれた学校づくりを
進めるなど教育改革を推進してきた。各区役所が学校協議会の運営状況を把握するとともに運営
の補佐の役割を果たし、各区での保護者・区民等の参画のための会議との有機的な連携を図るな
ど、地域に根差した取組を進めてきた。今後とも、これまでの取組を生かしつつ、学校や地域を
拠点とした学習機会の充実、登下校時の見守り活動、読書活動支援、地域の交流行事など、地域
による学校支援の取組や、学校・地域・家庭の連携による様々な取組などの一層の推進を図って
いく。
　これまで以上に、保護者や地域住民が学校の諸活動により積極的に参加できるように取り組む
ことで、地域学校協働活動等を進め、「教育コミュニティづくり」の一層の推進を図っていく。

　○ 教育コミュニティづくりの推進　　○ 地域学校協働活動の推進

　
最
重
要
目
標
　
３

課題 改善策（今後の対応方向）
・学校協議会の議論を活発化させるなど、更
　なる充実を図る必要がある。
・生涯学習ルーム事業について、新型コロナ
　の影響による活動自粛からの再開をふま
　え、より持続可能な取組となるよう、地域
　との連携や学校教育支援について推進して
　いく必要がある。

・学校協議会の更なる充実に向け、委員の研
　修時に使用できるマニュアルの内容等の改
　善に取組む。
・区の生涯学習担当者の連絡会議や生涯学習
　推進員の研修等の場において、各生涯学習
　ルームの今後の活動内容の検討を働きかけ
　ていく。

　上記の改善策を講じることにより、家庭・地
域等とより一層の連携が図れ、協働した教育の
推進が実現できる。

小学校 85 61.1 69.1

中学校 77 57.4

基本的な方向９ 【家庭・地域等と連携・協働した教育の推進】

　計画

48 / 50 



【様式２－３】

3 百万円

3 百万円

5 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

99 99.3

100 77.1 86.4 85.3

教育コミュニティの推進により、保護者・地域等の学校運営へ
の参画が進んだと回答する学校の割合(%) 【本市調査】

世代間交流や地域と学校が連携した活動を行っている生涯学習
ルームの割合(%) 【本市調査】

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

95 98.7①

②

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
３

　
基
本
的
な
方
向
　
９

施策
９－１

　教育コミュニティづくりの推進

3年度 決算額

　計画
◆学校協議会において、運営に関する計画の策
　定などに保護者や地域住民など学校関係者の
　意向を反映するとともに、学校関係者が評価
　することを通じて、開かれた学校運営を進
　め、学力の状況などの学校情報を保護者や地
　域住民などに積極的に提供し、学校運営にお
　ける説明責任を果たす。
　また、学校や地域を拠点とした学習機会の充
　実や、学校・地域・家庭の連携による取組の
　充実にむけ、区役所と連携した生涯学習ルー
　ム事業等の支援及び生涯学習推進員等、担い
　手の支援を行う。
・学校協議会のマニュアル等を適宜見直し、保
　護者や地域住民へのより一層の情報提供
・区役所と連携した生涯学習ルーム事業等の支
　援
・各区役所の生涯学習推進員を対象とした連絡
　会議

・新任指導主事、事務主任及び各校園長対象の
　学校評価及び学校協議会の研修　３回
・区役所の生涯学習担当者を対象とした連絡会
　議　５回
・各区代表の生涯学習推進員を対象とした連絡
　会議　10回

　自己評価
・学校協議会のマニュアル等を適宜見直し、保
　護者や地域住民へのより一層の情報提供とし
　て学校評価及び学校協議会の研修を3回行っ
　た。
・区役所と連携した生涯学習ルーム事業等の支
　援として区役所の生涯学習担当者を対象とし
　た連絡会議を６回行った。
・各区代表の生涯学習推進員を対象とした連絡
　会議を10回行った。

・学校協議会の議論を活発化させるなど、更な
　る充実を図る必要がある。
・生涯学習ルーム事業について、新型コロナの
　影響による活動自粛からの再開をふまえ、よ
　り持続可能な取組となるよう、地域との連携
　や学校教育支援について推進していく必要が
　ある。

・学校協議会の更なる充実に向け、委員の研修時
　に使用できるマニュアルの内容等の改善に取組
　む。
・区の生涯学習担当者の連絡会議や生涯学習推進
　員の研修等の場において、各生涯学習ルームの
　今後の活動内容の検討を働きかけていく。
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【様式２－３】

114 百万円

116 百万円

107 百万円

今
年
度
の
取
組
内
容

前
年
度
ま
で
の
主
な
実
績

今
年
度
の
取
組
実
績

課
題

改
善
策

R7目標 R4 実績 R5 目標 R5 実績

69.1 97.5

中学校 77 57.4 63.9 96.8

61.1

①

施策目標・施策目標の進捗（達成）状況

「地域学校協働本部やコミュニティ・スクールなど
の仕組みを生かして、学校の美化、登下校の見守
り、学習・部活動支援、放課後支援、学校行事の運
営など、保護者や地域の人との協働による活動を行
いましたか」に対して、肯定的に回答をする小中学
校の割合(%) 【全国学力・学習状況調査】(再掲)

小学校 85

4年度 予算額

5年度 予算額

　
最
重
要
目
標
　
３

　
基
本
的
な
方
向
　
９

施策
９－２

　地域学校協働活動の推進

3年度 決算額

　計画
◆「地域学校協働活動」を推進し、「社会に開
　かれた教育課程」の実現及び学校・家庭・地
　域の連携による総合的な教育力の向上など、
　学校を核とした地域づくりをめざす。
・小学校区・中学校区における、様々な地域学
　校協働活動の実施
・「はぐくみネット」「学校元気アップ地域本
　部」等と学校協議会との連携による学校教育
　活動の支援の充実
・管理職、学校協議会のメンバーに向けた地域
　学校協働活動に関する研修の実施
・学校元気アップ地域本部事業の地域コーディ
　ネーター対象の連絡会、はぐくみネットコー
　ディネーター対象の研修会の実施
・地域と学校が、地域学校協働活動の意義や目
　的を共有するための啓発推進

・小学校区・中学校区における、様々な地域学
　校協働活動の実施
・「はぐくみネット」「学校元気アップ地域本
　部」等と学校協議会との連携による学校教育
　活動の支援の充実
・地域コミュニティと中学校との協働について
　のワーキング　３回
・管理職に向けた地域学校協働活動に関する研
　修の実施　２回
・学校元気アップ地域本部事業の地域コーディ
　ネーター対象の連絡会　１回
・はぐくみネットコーディネーター対象の研修
　等の実施　２回
・はぐくみネット・学校元気アップ地域本部合
　同実践報告会　１回
・地域と学校が、地域学校協働活動の意義や目
　的を共有するためのリーフレット作成・配付
・区役所職員向け　はぐくみネット手引き作成
　・配付

　自己評価
・小学校区・中学校区における、様々な地域学
　校協働活動の実施
・「はぐくみネット」「学校元気アップ地域本
　部」等と学校協議会との連携による学校教育
　活動の支援の充実
・管理職に向けた地域学校協働活動に関する研
　修の実施　１回
・はぐくみネット・学校元気アップ地域本部合
　同実践報告会　１回
・学校元気アップ事業の地域コーディネーター
　対象の連絡会　３回
・学校元気アップ事業の運営協議会２回

・学校元気アップ事業の各区状況等についての区役
　所への情報提供
・学校元気アップ事業ボランティア募集のリーフ
　レットを作成し、区役所・大学へ送付
・教育フォーラムにおける分科会の実施　１回
・地域学校協働活動について本市ホームページに掲
　載
・令和６年度以降の各区の学校協議会委員研修実施
　に向け、研修資料に地域学校協働活動について追
　記

・地域学校協働活動の推進に向け、学校関係
　者及び区・地域の理解促進を図る必要があ
　る。
・はぐくみネットコーディネーターの活動の
　活性化に向けた取組を進める必要がある。
・はぐくみネット事業・学校元気アップ地域
　本部事業等と学校協議会との連携をより一
　層図る必要がある。
・学校元気アップ事業と区役所との連携が
　少ない。

・学校関係者及び区・地域に向けた周知に努め、
　理解促進につなげる。
・はぐくみネット事業について、研修等を通じて
　コーディネーターの理解促進に引き続き努める
　とともに、コーディネーターの情報交換の場づ
　くりの創出について区と連携しながら進める。
・校園長会等を通じて学校関係者への働きかけを
　行うとともに、区に対し学校協議会委員への研
　修を行うよう働きかけることにより、はぐくみ
　ネット・学校元気アップ地域本部事業のコーディ
　ネーターの、学校協議会委員への参画をより一
　層促進する。
・学校元気アップ事業の各区状況等についての区
　役所への情報提供を引き続き行うなど連携に努
　める。
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【参考】

＜経営課題＞

＜施策＞

1

施策目標未達成
施策目標未確定

施策目標達成

運営方針の達成状況（総括表）

経営課題の達成状況

合計 24

7
2

基本的な方向２ 9

7
3

基本的な方向４

8

基本的な方向３

施策目標達成

アウトカム指標の達成　 9

アウトカム指標の未達成 15

11

施策目標未達成
施策目標未確定

2

施策目標達成 0

施策目標の達成状況

基本的な方向１ 22

施策目標達成
施策目標未達成
施策目標未確定

施策目標未達成
施策目標未確定

施策目標未達成
施策目標未確定

基本的な方向６

基本的な方向５ 8

施策目標達成 4

施策目標未確定

基本的な方向７ 14

施策目標達成 5

3

施策目標達成 2
施策目標未達成

8

施策目標達成 1
施策目標未達成

施策目標未達成
施策目標未確定

基本的な方向８

施策目標未達成
施策目標未確定

施策目標未確定

基本的な方向９ 4

施策目標達成 3

合計 81

施策目標未確定合計 7

1

施策目標達成合計

施策目標未達成合計 46

10
4

0

2
0

4
0

1
0

8
1

7
0

0

28

－1－


